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「箱根町次世代育成支援行動計画 後期計画」の策定にあたって 

 

箱根町では、平成17年４月１日に施行された「次世代育成支援対策推進法」の規定

により、平成17年３月に策定した「箱根町次世代育成支援行動計画 前期計画」に基

づいて、様々な子育て支援対策を推進してきました。 

「箱根町次世代育成支援行動計画 後期計画」は、計画期間10年（平成17～26年度）

の内、後期５年（平成22～26年度）の計画を、前期計画の進捗状況や実績を踏まえ、

見直しを行い策定するものです。 

本計画では、前期計画の基本理念を継承するとともに、箱根の未来を切り開いてい

く子どもたちが箱根を愛し、幅広い国際性と社会性を身に付けた人間性豊かな心、温

かい箱根人に育ち、夢や希望をかなえていけるよう、地域住民、各種団体、学校、企

業、行政で支えあい、やさしさあふれるまちを目指してまいります。 

この計画の実現には、町民の皆様や関係機関との連携が不可欠でありますが、今後

とも、子育て支援につきましては、格別のご理解、ご協力を賜りますようお願い申し

あげます。 

なお、この計画の策定にあたり、箱根町次世代育成支援対策地域協議会委員をはじ

め、町民の皆様や関係機関の方々など各方面から貴重なご意見をいただきましたこと

を心からお礼申しあげます。 

 

平成22年３月 

 

 

箱根町長 山 口 昇 士 
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第１章 計画の策定にあたって 
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１ 計画策定の背景と趣旨 

 

【2000年代初頭に懸念された少子化】 

国では少子化の進行に対応し、「エンゼルプラン」、「緊急保育対策等５か年事業」（ともに平成

６年12月）を策定し、子育てと仕事の両立支援を中心としたさまざまな取り組みを行ってきまし

た。 

このような取り組みにもかかわらず、全国的に少子化の流れは止まらず、これまでの少子化の

主な原因であった晩婚化に加え、「夫婦の出生力そのものの低下」という新しい現象が見られ、現

状のままでは、少子化は今後一層進行すると予想されました。 

このため、平成14年９月に「少子化対策プラスワン」がまとめられ、これまでの「子育てと仕

事の両立支援」を中心とした対策に加え、「男性を含めた働き方の見直し」「地域における子育て

支援」「社会保障における次世代支援」「子どもの社会性の向上や自立の促進」という４つの柱に

沿った取り組みを推進することとなりました。 

 

【次世代育成支援対策の推進】 

これを踏まえ、平成15年７月に、地方公共団体及び事業主における10年間の集中的・計画的な

取り組みを促進するための「次世代育成支援対策推進法」が制定され、地方公共団体（都道府県、

市町村）及び事業主において「次世代育成支援行動計画」の策定が定められました（事業主につ

いては、常時雇用者300人以下の事業主は努力規定）。 

 

【必要な新たな取り組み】 

しかし、その後も少子化と高齢化が進行し、人口減少時代を迎えています。とりわけ労働力人

口が急速に減少する中、国では、平成19年12月に「子どもと家族を応援する日本重点戦略」を策

定しました。この重点戦略では、就労と出産・子育ての二者択一構造の解消に「働き方の見直し

による仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現」と、その社会的基盤となる「包

括的な次世代育成支援の枠組みの構築」を車の両輪として進めていく必要があるとしています。

特にワーク・ライフ・バランスの実現については、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラン

ス）憲章」「仕事と生活の調和推進のための行動指針」を策定し、新たな取り組み方針を示してい

ます。 

 

【箱根町次世代育成支援行動計画の見直し】 

本町では、次世代育成支援対策推進法に基づき、「箱根町次世代育成支援行動計画」を平成17

年３月に策定し、次代を担う子どもたちの健やかな成長と、子育てに取り組む家庭へのさまざま

な支援策を充実していくための具体的な取り組みを進めてきました。 

前期計画は平成21年度で終了となるため、国の行動計画策定指針に基づいて前期行動計画を見

直し、ここに後期行動計画を策定するものです。 
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少子化対策の経緯 

1990（平成２）年 

 
1994（平成６）年 

 
1999（平成11）年12月 

 
1999（平成11）年12月 

 
2001（平成13）年７月 

2002（平成14）年９月 

 
2003（平成15）年７月 

 
2004（平成16）年６月 

 
2004（平成16）年12月 

2005（平成17）年４月 

 
2006（平成18）年６月 

 
2007（平成19）年12月 

 
2007（平成19）年12月 

 
2008（平成20）年２月 

 
2008（平成20）年７月 

 

2008（平成20）年11月 

＜1.57ショック＞ ＝ 少子化の傾向が注目を集める 
 

４大臣（文・厚・労・建）合意   ３大臣（大・厚・自）合意 

 
1995（平成７）年度～1999（平成11）年度 

少子化対策推進関係閣議会議決定 

 
６大臣（大・文・厚・労・建・自）合意 

2000（平成12）年度～2004（平成16）年度 

 

平成13.７.６閣議決定 
 

厚生労働省まとめ 

 
平成15.７.16から 

段階施行 
 

平成15.９.１施行 

 
平成16.６.４閣議決定 

 
平成16.12.24少子化社会対策会議決定 

 
2005（平成17）年度～2009（平成21）年度 

 
平成18.６.20少子化社会対策会議決定 

 
（参考） 

「子どもと家族を応援する日本」 

重点戦略会議 

【分科会】 

１基本戦略分科会 

２働き方の改革分科会 

３地域・家族の再生分科会 

４点検・評価分科会 

 
 

 

エンゼルプラン 緊急保育対策等５か年事業 

少子化対策推進基本方針 

仕事と子育ての両立支援等の方針 
（待機児童ゼロ作戦等） 少子化対策プラスワン 

次世代育成支援対策推進法 

少子化社会対策基本法 

少子化社会対策大綱 

地方公共団体、 
企業等における 

行動計画の策定・実施 

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章 
仕事と生活の調和推進のための行動指針 

「子どもと家族を応援する日本」重点戦略 

子ども・子育て応援プラン 

新しい少子化対策について 

「新待機児童ゼロ作戦」について 

５つの安心プラン ③未来を担う「子どもたち」を守り育てる社会 

社会保障国民会議最終報告 

平成19.12.27少子化社会対策会議決定 

【車の両輪】 

・仕事と生活の調和の推進 

・包括的な次世代育成支援の枠組みの構築 

新エンゼルプラン 
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２ 計画の性格 

 

○ この計画は、「次世代育成支援対策推進法」（平成15年法律第120号）第８条第１項の規定に基

づく、箱根町の行動計画です。 

○ すべての子どもとその家庭を対象とし、本町における子育て、子どもの育ちを支援するため

の基本的な方向や目標、具体的な取り組みを定めるものです。 

○ 『人・心・自然、やさしさと出会いを創造する町－箱根』を将来像とする「箱根町第５次総

合計画」に沿うとともに、関連する諸計画との整合を図っています。 

 

 

３ 計画の期間 

 

この計画は、平成17年度から平成21年度まで５年間の「前期計画」を踏まえた平成22年度から

平成26年度までの「後期計画」です。 

 

 

平成 
17 
年度 

平成 
18 
年度 

平成 
19 
年度 

平成 
20 
年度 

平成 
21 
年度 

平成 
22 
年度 

平成 
23 
年度 

平成 
24 
年度 

平成 
25 
年度 

平成 
26 
年度 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

箱根町次世代育成支援行動計画 

前期計画 後期計画 
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第２章 子どもと子育て家庭を取り巻く状況 
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１ 人口等のようす 

 

（１） ３区分人口と伸び率の推移 
 

 全国的な傾向と同様に、本町の人口は減少傾向にあり、平成21年10月１日現在13,500人となっ

ています。また、地域別にみると、宮城野、温泉では、この１年で人口がやや増加していますが、

その他の地域では減少傾向にあります。このため、町全体でも減少傾向が鈍化しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：人口統計調査 各年10月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：人口統計調査 各年10月１日 

平成
16年 17年 18年 19年 20年 21年

14,780

14,572

14,012

13,778

13,540
13,500

12,000人

13,000人

14,000人

15,000人

人口の推移

3,594 3,456

1,399 1,378

3,540 3,489

4,142 4,127

1,337 1,328

3,746 3,4683,841 3,443

1,369 1,3581,387 1,365

3,739
3,367

3,791
3,383

4,316
4,080

4,334
4,064

1,427 1,402
1,267 1,245

0人

5,000人

10,000人

15,000人

平成

16年 17年 18年 19年 20年 21年

湯本 温泉 宮城野 仙石原 箱根

地区別人口の推移

合計　13,500人
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年齢別にみると、少子化による年少人口（０～14歳）の減少と、高齢化による高齢者人口（65

歳以上）の増加がみられるほか、生産年齢人口（15～64歳）の減少傾向も顕著になっています。 

 

・３区分人口の推移 単位：人 

 昭和55年 60年 平成２年 ７年 12年 17年 21年 

０-14歳 3,745 3,333 2,773 2,263 1,768 1,356 1,238 

15-64歳 14,263 14,369 14,105 13,369 10,906 9,445 8,251 

65歳以上 1,874 2,090 2,485 2,779 3,150 3,405 3,721 

総人口 19,882 19,792 19,365 18,411 15,829 14,206 13,210 

資料：国勢調査、平成21年は住民基本台帳３月１日現在 

※総人口には年齢不詳者を含む。 

 

・伸び率の推移 単位：％ 

 昭和55年 60年 平成２年 ７年 12年 17年 21年 

箱根町  -0.5 -2.2 -4.9 -14.0 -10.3 -7.0 

神奈川県  7.3 7.4 3.3 3.0 3.6 0.6 

全国  3.4 2.1 1.6 1.1 0.7 -0.5 

資料：国勢調査、平成21年は住民基本台帳３月１日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,792 19,365
18,411

15,829
14,206 13,210

19,882

-0.5％
-2.2％
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-14.0％

-4.9％
-7.0％

0人

10,000人

20,000人

30,000人

昭和　

55年 60年

平成

２年 ７年 12年 17年 21年

０-14歳 15-64歳 65歳以上 伸び率
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（２） 人口ピラミッド 
 

 平成17年と平成21年の人口をピラミッドで比較してみると、少子化、高齢化、生産年齢人口の

減少がよくわかります。加えて、55～64歳人口が多いことから、今後一層の高齢化が見込まれま

す。 
 

 単位：人 

平成17年 平成21年 
 

男性 女性 男性 女性 

０～４歳 235 206 174 170 

５～９歳 251 229 224 209 

10～14歳 265 239 250 211 

15～19歳 334 407 283 288 

20～24歳 438 406 370 455 

25～29歳 419 358 392 306 

30～34歳 475 424 379 291 

35～39歳 407 376 444 380 

40～44歳 370 333 351 334 

45～49歳 397 444 370 343 

50～54歳 500 553 418 421 

55～59歳 657 755 568 601 

60～64歳 620 676 583 674 

65～69歳 455 555 532 620 

70～74歳 398 482 396 499 

75～79歳 270 432 298 412 

80歳以上 221 570 264 700 

総人口 

 

6,712 7,445 

 

6,296 6,914 

資料：住民基本台帳 
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（３） 外国人登録人口 
 

 外国人登録人口は、平成17年以降大きな変化はなく、150人前後で推移しています。国別にみる

とブラジル出身者が最も多く、近年ではアジア地域出身者が増加しています。 

 

 単位：人 

主な国別 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 

ブラジル 51 52 45 39 40 

韓国または朝鮮 22 21 24 24 32 

中国 27 28 22 21 26 

フィリピン 10 16 19 20 22 

米国 7 6 7 8 7 

インド 2 1 4 7 7 

ペルー 2 3 7 4 5 

インドネシア 4 4 2 6 3 

英国 0 0 0 0 3 

オーストラリア 3 2 3 0 1 

ドイツ 2 1 1 1 1 

フランス 1 1 1 1 1 

カナダ 1 1 1 0 0 

その他 16 12 11 9 8 

合計 148 148 147 140 156 

資料：外国人登録人口 各年３月31月現在 
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（４） 人口動態 
 

 出生数が減少する一方、死亡数が増加しているため、平成20年の自然動態は100人を超えるマイ

ナスになっています。また、転入者よりも転出者が多いため、平成20年の社会動態も100人を超え

るマイナスになっています。このため、本町の人口は減少傾向にあります。 

 

・自然動態 単位：人 

 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 

出生数 80 75 78 56 76 

死亡数 158 184 149 150 176 

自然動態増減 -78 -109 -71 -94 -100 

資料：神奈川県人口動態統計 

 

・社会動態 単位：人 

 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 

転入 1,085 1,061 1,071 1,148 1,146 

転出 1,222 1,164 1,178 1,316 1,258 

社会動態増減 -137 -103 -107 -168 -112 

資料：神奈川県人口動態統計 
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（５） 産業別就業者の推移 
 

 産業別就業者をみると、観光を基幹産業とする本町では、第３次産業就業者が９割弱を占めて

突出して多く、他都市とは大きく異なる産業構造になっています。 

 

 単位：人 

 昭和55年 昭和60年 平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 

146 116 107 107 93 80 
第１次産業 

1.2％ 0.9％ 0.9％ 0.9％ 0.9％ 0.9％ 

1,372 1,383 1,400 1,255 1,061 923 
第２次産業 

11.2％ 11.1％ 11.1％ 10.2％ 10.7％ 10.4％ 

10,687 11,008 11,074 10,902 8,755 7,832 
第３次産業 

87.6％ 88.0％ 88.0％ 88.9％ 88.4％ 87.9％ 

総数 12,205 12,507 12,581 12,264 9,909 8,906 

資料：国勢調査 

※総数には分類不能の就業者を含む。 

 

（６） 世帯数と平均世帯人員の推移 
 

 総人口が減少する中で、世帯数も減少傾向にあります。しかし、平成17年から平成21年にかけ

ては世帯数が横ばいで推移しており、平均世帯人員が減少していることから、核家族化が進行し

ているものと読み取れます。平成21年の平均世帯人員は1.9人で、２人を割っています。 

 

 単位：世帯、人 

 昭和55年 昭和60年 平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 平成21年 

世帯数 8,038 8,376 8,531 8,682 7,387 6,820 6,840 

平均世帯人員 2.5 2.4 2.3 2.1 2.1 2.1 1.9 

資料：国勢調査、平成21年は住民基本台帳３月１日現在 

 

 

 

 

 

 

 

8,038

8,376
8,531

8,682

7,387

6,820 6,840

2.5人
2.4人

2.3人
2.1人 2.1人

2.1人
1.9人

6,500世帯

7,500世帯

8,500世帯

昭和
55年 60年

平成
２年 ７年 12年 17年 21年

世帯数 平均世帯人員



 

11 

（７） 婚姻・離婚件数 
 

婚姻件数は平成16年以降200件を上回り、横ばいで推移しており、非婚化が社会問題になる中で、

本町においては一定水準の婚姻件数を保っています。 

一方離婚件数は毎年60件程度で、こちらも横ばいで推移しています。 

 

 単位：件 

 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 

婚姻件数 215 221 252 224 212 

離婚件数 46 68 72 53 66 

資料：総務部庶務課 
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（８） 女性の年齢別就業状況 
 

女性の年齢別就業状況をみると、グラフにＭ字カーブと呼ばれる中央のへこみがみられ、結婚

や出産を契機に離職する女性がいることが読み取れます。一方で、観光を基幹産業とする本町で

は、女性でも比較的働きやすい職種が多いことから、全般的に就業率は高くなっています。 

 

 単位：人 

平成12年 平成17年 
 

総数 就業者 就業率 総数 就業者 就業率 

15～19歳 402 134 33.3％ 366 134 36.6％ 

20～24歳 585 481 82.2％ 486 405 83.3％ 

25～29歳 537 420 78.2％ 345 281 81.4％ 

30～34歳 410 282 68.8％ 395 290 73.4％ 

35～39歳 356 257 72.2％ 355 279 78.6％ 

40～44歳 429 351 81.8％ 327 267 81.7％ 

45～49歳 570 497 87.2％ 426 367 86.2％ 

50～54歳 844 716 84.8％ 564 479 84.9％ 

55～59歳 803 676 84.2％ 822 678 82.5％ 

60～64歳 676 447 66.1％ 677 501 74.0％ 

65歳以上 1,908 556 29.1％ 2,026 573 28.3％ 

総数 7,520 4,817 64.1％ 6,789 4,254 62.7％ 

資料：国勢調査 
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（９） 各種手当受給者数 
 

各種手当て受給者は次のとおりです。 

 

 単位：人 

 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 

児童手当年度末数 

延長児童数 
- 692 829 779 799 

児童扶養手当年度末数 

受給者数（受給資格者数） 
83 76 86 86 100 

特別児童扶養手当 15 14 15 14 13 

資料：「福祉部健康福祉課」各年度３月31日現在 

 

（10） 各種助成受給件数 
 

各種助成受給件数では、近年、母子家庭等医療費助成件数が増加傾向にあります。 

 

 単位：件 

 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 

小児医療費助成 11,454 14,802 15,727 13,937 12,649 

母子家庭等医療費助成 

年度末数 
1,901 1,931 1,828 1,997 2,170 

重度心身障害者等 

医療費助成 
5,840 5,887 6,085 6,091 6,075 

資料：「福祉部健康福祉課・保険年金課」各年度３月31日現在 

 

（11） 公立保育園数・園児数の推移 
 

公立保育園は、平成21年度に１か所増えたこともあり、保育士数及び認可定員数が増加してい

ます。 

 

 単位：人 

 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 

保育園数 3園 3園 3園 3園 2園 2園 3園 

保育士数 17 17 17 18 18 19 26 

認可定員数 340 340 340 340 240 240 312 

園児数 179 174 175 181 184 184 198 

就園率 52.6％ 51.2％ 51.5％ 53.2％ 76.7％ 76.7％ 63.5％ 

資料：「福祉部健康福祉課」各年度３月31日現在 
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（12） 保育事業の状況 
 

乳児保育は３園、休日保育は１園、一時保育は３園で実施しています。 

 

・乳児保育  

保育所名 具体的実施内容 受入可能人数 実利用者数 利用可能時間 

湯本保育園 0人 

宮城野保育園 1人 

仙石原保育園 

（休業日） 

・日曜日 

・国民の祝日に関する法律 

（昭和23年法律第178号）に規定する

休日 

・12月29日から翌年1月3日まで 

各園3人 

0人 

7：30～18：30（月～金） 

8：30～16：30（土曜日） 

資料：「福祉部健康福祉課」各年度３月31日現在 

 

・休日保育  

保育所名 具体的実施内容 受入可能人数 実利用者数 延利用日数 

仙石原保育園 

（休業日） 

・日曜日 

・国民の祝日に関する法律 

（昭和23年法律第178号）に規定する

休日 

・12月29日から翌年1月3日まで 

20人 4人 65日 

資料：「福祉部健康福祉課」各年度３月31日現在 

 

・一時保育事業（３歳児から就学前）  

保育所名 具体的実施内容 受入可能人数 実利用者数 延利用日数 

湯本保育園 0人 0日 

宮城野保育園 0人 0日 

仙石原保育園 

・開所日 実施保育園における通常

保育実施日 

・保育時間8：30～16：30 

・利用日数 

児童1人1月につき12日以内 

各クラス2人 

7人 80日 

資料：「福祉部健康福祉課」各年度３月31日現在 
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（13） 地域子育て支援拠点事業 
 

地域子育て支援センターは、仙石原子育て支援センターの１か所ですが、類似の地域子育て支

援拠点として、湯本子育てサロン、さくら館を開設しています。また、各保育園・幼稚園におい

ても相談等に対応しています。 

 

 所在地 開設日時 

仙石原子育て支援センター 

（基幹型・常設） 

箱根町仙石原981 

（仙石原幼児学園内） 

月～金 10：00～12：00 

及び  13：00～16：00 

湯本子育てサロン 

（地域型・常設） 
箱根町湯本392（湯本幼児学園内） 

月～金 10：00～12：00 

及び  13：00～15：00 

さくら館 

（移動子育てサロン・月１回開設） 

箱根町宮城野881 

総合保健福祉センターさくら館 
毎月第４金曜日 10：00～12：00 

各保育園・幼稚園 

（各園長対応） 
- - 

資料：「福祉部健康福祉課」平成21年４月１日現在 

 

（14） 妊婦、乳幼児健康診査の受診推移 

 
 妊婦健康診査は、公費補助回数を平成20年度に２回から５回へ、平成21年度に５回から14回に

拡充し、妊婦出産にかかる経済的負担の軽減に努めています。 

乳幼児健康診査は、４か月、８～９か月、１歳６か月、３歳６か月を対象に実施しており、高

い受診率を維持しています。 

 単位：人 

 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 

実施回数 2 2 2 2 5 
妊婦健康診査 

受診者数 174 148 144 146 397 

対象児数 82 81 80 60 73 

受診児数 71 73 66 56 72 ４か月児健診 

受診率 86.6% 90.1% 82.5% 93.3% 98.6% 

対象児数 81 79 75 63 58 

受診児数 62 64 68 50 52 ８～９か月児健診 

受診率 76.5% 81.0% 90.7% 79.4% 89.7% 

対象児数 81 79 72 71 69 

受診児数 67 72 58 64 61 １歳６か月児健診 

受診率 82.7% 91.1% 80.6% 90.1% 88.4% 

対象児数 104 104 85 72 65 

受診児数 88 80 54 61 41 ３歳６か月児健診 

受診率 84.6% 76.9% 63.5% 84.7% 63.1% 

対象児数 285 264 247 210 218 

受診児数 213 177 169 148 148 

幼児歯科健康診査 

（２歳・２歳６か月・

３歳児） 
受診率 74.7% 67.0% 68.4% 70.5% 67.9% 

資料：「福祉部健康福祉課」各年度３月31日現在 
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（15） 放課後児童クラブ 
 

放課後児童クラブは、３クラブが稼動しており、夏休みなどの長期休暇時も対応しています。 

 

・設置状況 単位：人 

クラブ名 
障がい児 

受入可否 
開館日時 長期休暇時の対応 

放課後児童 

指導員 

湯本こどもクラブ 可 
原則として、午後２時から午後５時まで 

開設日は月曜日から金曜日 

夏休み・冬休み・春休み 

8：30～17：00 
2 

きんときクラブ 可 
原則として、午後２時から午後５時まで 

開設日は月曜日から金曜日 

夏休み・冬休み・春休み 

8：30～17：00 
2 

箱根こどもクラブ 可 
原則として、午後２時から午後５時まで 

開設日は月曜日から金曜日 

夏休み・冬休み・春休み 

8：30～17：00 
2 

資料：「福祉部健康福祉課」各年度５月１日現在 

 

・放課後児童クラブ状況 単位：人 

 

 
平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 

放課後児童クラブ 

実施か所 
1か所 2か所 2か所 2か所 3か所 3か所 

湯本小学校内 0 3 3 8 14 18 

仙石原小学校内 6 13 13 17 12 16 

箱根幼稚園内 0 0 0 0 4 9 

放課後児童クラブ 

在籍者数 
6 16 16 25 30 43 

資料：「福祉部健康福祉課」各年度５月１日現在 
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（16） 健康教育事業 
 

健康教育事業として、新米ママ・パパ出産育児教室、１歳児歯科教室、離乳食教室、子育て健

康相談、育児教室を実施しています。 

 

 単位：回、人 

事業名 対象者 区分 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 

実施回数 9 9 9 18 18 新米ママ・パパ 

出産育児教室 

初妊婦や 

その他希望者 参加者数 35 31 48 68 52 

対象児数 81 77 71 73 45 
１歳児歯科教室 １歳児 

参加児数 52 46 52 46 36 

実施回数 6 6 6 12 12 
離乳食教室 

3～18か月頃の

児と保護者 参加者数 57 27 24 40 61 

実施回数 6 6 6 6 6 
子育て健康相談 

就学前までの

児と保護者 参加者数 42 29 44 37 21 

実施回数 12 12 12 11 12 

育児教室 
7か月児～3歳

児と保護者 参加者数 
309組 

（648） 

208組 

（576） 

249組 

（521） 

188組 

（384） 

177組 

（363） 

資料：「福祉部健康福祉課」各年度３月31日現在 

 

（17） 保健指導・相談の状況 
 

保健指導・相談の状況は、窓口相談や電話相談が年々増加傾向にあり、平成20年度には全体で

500件を超える相談が寄せられています。 

 

 単位：件 

保健指導・相談の

種別 
対象者 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 

窓口相談 妊産婦・乳幼児・思春期 69 82 127 148 187 

電話 妊産婦・乳幼児・思春期 98 123 174 179 265 

資料：「福祉部健康福祉課」各年度３月31日現在 
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（18） 訪問指導事業等の推移 
 

訪問指導は、妊婦訪問と乳幼児訪問を実施しています。虐待等の予防に重点を置いていること

から、年々訪問件数が増加しています。 

 

 単位：人 

事業名 対象 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 

妊婦訪問 

妊婦：ハイリスク者・

希望者 

産婦：初産者・希望者 

13 19 20 29 30 

乳幼児訪問 

新生児 

（第１子及び希望者） 

健診未受診児等 

14 56 77 96 132 

資料：「福祉部健康福祉課」各年度３月31日現在 

 

（19） 公立幼稚園児・幼稚園数の推移 
 

公立幼稚園は４園で、平成21年度には175人分の定員があります。しかし、就園率は36.6％にま

で低下してきています。 

 

 単位：人 

 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 

幼稚園数 4 4 4 4 4 4 

幼稚園教諭数 18 20 17 15 16 16 

認可定員数 185 205 205 205 205 175 

園児数 118 129 123 113 92 64 

就園率 63.8% 62.9% 60.0% 55.1% 44.9% 36.6% 

資料：「教育委員会学校教育課」各年度５月１日現在 
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（20） 小学校児童数・小学校数の推移 
 

平成20年度以降、統廃合により町内の小学校は５校となりました。児童数は緩やかに減少傾向

にあります。 

 

 単位：人 

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 
 

 町立 私立 町立 私立 町立 私立 町立 私立 町立 私立 町立 私立 

小学校数 5校 2校 5校 2校 5校 2校 5校 2校 3校 2校 3校 2校 

１年生 86 43 79 31 88 36 74 38 82 44 87 34 

２年生 83 39 87 42 79 35 87 42 77 38 80 44 

３年生 106 29 77 43 83 43 84 36 86 43 75 40 

４年生 90 31 104 32 73 45 86 46 72 37 80 44 

５年生 96 45 87 35 103 35 74 45 83 46 72 38 

６年生 95 44 92 48 87 38 104 36 74 43 83 47 

特別支援学級 10 - 12 - 11 - 10 - 12 - 10 - 

合計 787 757 745 752 725 724 

資料：学校基本調査各年度５月１日現在 
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（21） 学校の状況 
 

学校において、不登校やいじめといった問題がないわけではありませんが、ごく少数になって

います。 

 

 単位：件 

小学校 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 

不登校 0 2 2 3 

いじめ 0 26 5 0 

資料：文部科学省調査・提出資料によるもの 

 

（22） 児童家庭相談の状況 
 

児童家庭相談は、年間30～40件程度で推移しています。中でも育成にかかる相談が約半数とな

っています。 

 

 単位：件 

相談種別 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 

養護（虐待） 13 4 8 5 

養護（その他） 3 5 2 2 

保健 0 2 1 0 

障がい 7 14 2 8 

非行 0 0 0 0 

育成 11 16 19 18 

その他 0 0 4 0 

合計 34 41 36 33 

資料：「福祉部健康福祉課」各年度３月31日現在 
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（23） 民生・児童委員の状況 
 

民生・児童委員は、平成20年度に43人で、１人あたり担当世帯は120世帯となっています。 

 

 単位：人 

事業名 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 

民生委員・児童委員 

による相談件数 
- - 470件 684件 354件 

1人あたり担当世帯数 121世帯 122世帯 122世帯 122世帯 120世帯 

男性委員数 13 12 12 11 11 

女性委員数 30 30 30 31 32 

民生委員・児童委員数 43 42 42 42 43 

資料：「福祉部健康福祉課」各年度４月１日現在 

 

 

（24） 虐待通報件数 
 

町への虐待通報件数は少なく、平成20年度では５件となっています。 

 

 単位：件 

 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 

通報件数 12 3 6 5 

実件数 12 3 6 5 

処遇数 12 3 6 3 

資料：「福祉部健康福祉課」各年度３月31日現在 
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（25） 公園の状況 
公園の状況は次のとおりです。 

面積 
公園名称 

ha 実測㎡ 
概要 

蓬莱園 1.6 15,668 トイレを整備 

仙石原公園 1.2 11,561.60 

運動広場（ゲートボール４面）、つどいの広場、野外ステージ、

管理事務所（いこいの家）、水飲み場、トイレ、ベンチ、砂場

に複合遊具、ストレッチ、鉄棒 

御殿公園 0.27 2,675.01 
あずま屋（ベンチ付）、擬木スツール、水飲み場、トイレ、ベ

ンチや砂場、ブランコ、すべり台 

小田原町公園 0.17 1,749.09 
水飲み場、テーブルベンチ、ベンチ、砂場、およびリトルアニ

マル、複合遊具（冒険トリデ）、丸太登り 

石原公園 0.07 727.57 
将棋盤付自然石テーブル、パーゴラ、水飲み場、トイレ、砂場、

およびすべり台、鉄棒 

神明町公園 0.23 2,729.83 
パーゴラ、水飲み場、トイレ、ベンチ、砂場、ソーラー時計に

ストレッチベンチや複合遊具、防災倉庫 

上河原公園 0.13 1,318.36 
パーゴラ、テーブル・ベンチ、水飲み場、トイレ、砂場、複合

遊具（ブランコ・すべり台付） 

向山公園 0.15 1,476.71 

トイレ、水飲み場、ベンチ、砂場、パーゴラ、テーブル・ベン

チ、照明、に複合遊具（ブランコ付）、すべり台、アニマルシ

ーソー防災倉庫 

山崎公園 0.18 1,884.65 

あずま屋、多目的広場、水飲み場、ロングベンチ、テーブル・

ベンチ、トイレ（集会所横）、時計、照明および木製複合遊具、

ストレッチベンチ、リトルアニマル（スプリング遊具）、防災

倉庫 

二ノ平こどもの広場 0.02 238.39 水飲み場、ベンチ、照明器具およびすべり台、ブランコ 

宮ノ下緑地 0.7 6,973.13 エントランス広場およびあずま屋とテーブル・ベンチあり 

大平台ふれあい広場 0.11 1,126.32 トイレ、休憩所、水飲み場、防球ネット防災倉庫 

高原ふれあい広場 0.31 3,133.78 
パーゴラ、テーブル・ベンチ、砂場、ベンチ、水飲み場、すべ

り台、ブランコ、防災倉庫 

唐沢公園 0.25 - ベンチ、防災倉庫 

水飲み場、ベンチ、ブランコ、砂場、すべり台、リトルアニマ

ル 芦川町広場 0.11 - 

防球ネット 

宮城野園地 0.28 - 
あずま屋、野外卓、野外炉、水飲み場、水洗い場、パーゴラ、

照明ベンチ、アニマルノコディオ、プレイスカルプチャー 

早雲公園 0.5 - あずま屋（テーブル付）、ベンチ 

弁天山清流公園 0.4 - テーブル・ベンチやトイレ 

金時公園 0.2 - あずま屋、トイレ、テーブル・ベンチ受水槽、着水槽 

湯本白石地蔵 
子どもの遊び場 0.04 - - 

湯本茶屋子どもの遊び場 0.02 - - 

須雲川子どもの遊び場 0.01 - 防災倉庫 

藤曲子どもの遊び場 0.06 - トイレ、ベンチ、水飲み場に砂場、ブランコ、すべり台 

宮城野子どもの遊び場 0.03 - ブランコ 

宮城野宮川子どもの遊び場 0.03 - - 

芦之湯子どもの遊び場 0.04 - すべり台 

元箱根子どもの遊び場 0.02 - 砂場、タイヤ遊び場、すべり台、シーソー 

資料：「都市整備課」平成20年10月１日現在 
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２ 子どもと子育てのようす 

 

（１）家庭の状況 
アンケート調査によると、子育て家庭の家族構成は、夫婦と未婚の子どもだけの世帯、すな

わち二世代世帯が多くなっています。 

子育ての分担は圧倒的に母親が主に担っている中、両親の働き方は、就学前では共働きの家

庭が半数程度、小学生になると共働きが４分の３程度と多くなっており、子育てと仕事の両方

の負担が母親にかかっているようすがうかがえます。 

また、子育て家庭の中では、ひとり親の家庭も増えてきており、就学前では11.3％、小学生

では15.0％がひとり親家庭となっています。 

 

 

（２）子育てについての考え 
子育てを通じて、子どもの成長や子どもを持つ喜びを感じられたこと、また、自分自身が成

長できたり、友人が増えたといった喜びが見られます。 

しかし、なかなか理想通りには子どもを持てない状況にあり、子育てや教育にお金がかかる

ことや自分の仕事に差し支えること、子どもがのびのび育つ環境でないこと、育児の心理的・

肉体的な負担、家が狭いこと、高年齢で産むことへの抵抗感など、社会環境や家庭の事情など

がその理由として見られます。 

 

 

（３）妊娠・出産・育児について 
出産前後１年以内に離職した経験のある母親は３割を超えています。また、育児休業制度を

活用した人は、母親が14.2％、父親が1.6％で、制度はあっても活用できない状況が読み取れま

す。 

子育てでどうしていいかわからなくなることは半数の人が、子どもの世話をしたくなくなる

ことは３割の人があるとしています。また、子どもを虐待していると思うことは、約１割の人

があるとしており、叩いたり、つねったりする、言葉による脅しや子どもを無視するといった

ことなどが見られます。しかし、こうしたようすは５年前に比べて改善傾向にあり、各種施策

が一定の効果を上げているものと考えられます。 

こうした中、子どもを遊ばせる場や機会や、子育てに関する総合的な情報提供、親のリフレ

ッシュの場や機会の提供、親の不安や悩みの相談といったサービスについてのニーズが高くな

っています。 
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（４）保育・教育の状況 
本町では待機児童はなく、保育園、幼稚園などの利用したいサービスが利用できる状況にあ

ります。こうした中、今後のサービス利用希望としては、休日保育のニーズが比較的高く、約

３割の人が利用したいとしていることから、今後仙石原幼児学園の休日保育を周知していきま

す。 

この１年間に、子どもが病気などで保育園等を休まなければならなかったことは、就学前の

８割、小学生の半数があったとしており、また、保護者が冠婚葬祭や病気などやむを得ない事

情で子どもの面倒をみられなくなったことは、２割以上の人があるとしています。 

 

 

（５）子どもの食生活 
朝食を子どもだけでとることのある小学生は、約２割となっています。５年前の概ね４人に

１人程度があるとしていた状況からは改善が見られます。 

 

 

（６）医療 
子どものかかりつけのお医者さんは、就学前、小学生ともに85％以上の人がいるとしていま

す。 

休日や夜間に子どもが病気になったときに受診できる医療機関を知っている割合も、87％を

超えて、高くなっています。 

 

 

（７）子育ての環境やあり方について 
子育てしていて困ることとして、安心して子どもを遊ばせる場所がないことや治安、交通安

全の問題などが多くあげられています。 

子どもの安全を守るために重要なこととして、通学路や子どもの遊び場の安全、地域ぐるみ

のパトロールなどの取り組み、交通安全施設の整備などが求められています。 

近年、子育て中の家庭における“父親不在”（父親が子育てにあまりかかわらない、かかわる

時間がない）が問題となっていることについて、「わが家でも問題」と感じている人は４人に１

人程度となっています。父親が子育てにかかわりづらい理由として、仕事を優先せざるを得な

い事情や職場の理解が得にくいことなどがあげられており、職場における子育て家庭への理解、

男性と女性がともに子育てや家事に参画することに対する理解が求められています。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 計画の基本的な考え方 
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１ 計画の基本理念 

 

本町の子育てにおける環境は核家族化や少子化、さらには、地域におけるつながりの希薄によ

り家庭や地域における「子育て力」の低下が懸念されています。 

このため、子育て家庭だけではなく、地域全体で次代を担う子どもたちを育てていくことので

きる環境、子どもが地域社会の一員として郷土に愛着を持ちながら、のびのびと育つことのでき

る地域づくりが必要となります。 

後期行動計画においては、箱根の未来を切り開いていく子どもたちが箱根を愛し、幅広い国際

性と社会性を身に付けた人間性豊かな心、温かい箱根人に育ち、夢や希望をかなえていけるよう、

地域住民、各種団体、学校、企業、行政で支えあい、やさしさあふれるまちをつくっていくこと

を基本的な理念とします。 

そして、この基本理念のもと、本計画がめざす将来の町の姿を次のように定めます。 

 

 

 

子どもは財産！箱根で子育て！みんなで子育て！ 
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２ 計画推進の視点 

 

次代を担う子どもたちを育んでいくことは、お父さん、お母さんがその一義的な責任を持って

いますが、少子化の進行や地域における連帯感の低下などが進む中、地域全体で子どもの育ちを

支援していく必要があります。 

そこで、次のような視点を持ちながらこの計画を進めていくこととします。 

 

 

≪ すべての子どもの視点 ≫ 

子どもたちが健やかに育ち、一人ひとりが持っている個性や可能性が存分に発揮されるよう、

大人の都合を優先するのではなく、子どもたちが何を考え、何を望んでいるのか、子どもの視

点に立ちながら計画を進めていきます。 

 

 

≪ すべての子育て家庭の視点 ≫ 

子育てをしている家庭の状況は、共働きであったり、お父さんかお母さんのどちらかが働い

ているなどさまざまです。このような中、すべての家庭が子育てを“負担”と感じるのではな

く、子どもの成長を素直に喜び、また子育てを通じて豊かな人生を送ることができるよう、子

育て家庭の視点に立ち、計画を進めていきます。 

 

 

≪ 次代の親づくりの視点 ≫ 

子どもは親の背中を見て育ちます。やさしさにつつまれて育った子どもは、自分が大人にな

ったときにも、自分の子どもをやさしく育てていくようになります。子どもたちがいろいろな

人たちと出会い、豊かな自然環境にふれながら、やさしくたくましい大人に育つことができる

よう、次の世代の親を育てていくという視点に立ち、計画を進めていきます。 

 

 

≪ 地域で子どもを育てていく視点 ≫ 

地域の子どもたちを地域の大人たちが温かく見守り、時には叱りながら地域全体で育ててい

く、また、母親だけでなく父親も子育てに積極的に取り組んでいけるよう、職場においても子

育て家庭を支援していくことが必要です。親の働く場も含め、地域全体で子どもを育てていく

という視点に立ち、計画を進めていきます。 
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３ 基本目標 

 

「子どもは財産！箱根で子育て！みんなで子育て！」の実現をめざし、７つの目標を掲げます。 

 

１ 地域における子育ての支援 

２ 母性並びに乳児及び乳幼児等の健康の確保及び増進 

３ 子どもの健やかな成長に資する教育環境の整備 

４ 子育てを支援する生活環境の整備 

５ 職業生活と家庭生活との両立の推進 

６ 子どもたちの安全の確保 

７ 要保護児童への対応などきめ細かな取り組みの推進 

 
 

基本目標１ 地域における子育ての支援 

すべての家庭における子育てを支援するため、関係機関・団体等が連携し、子育て家庭のさ

まざまな状況に応じて柔軟に利用できる支援サービスの提供を図ります。 

子どもの出産や育児にかかわるさまざまな悩みを解消できるよう、情報提供や学習機会の充

実、相談体制の強化を図るとともに、子育てをしている家庭同士や、子育てを卒業した人たち

などとの交流を通じ、情報交換したり悩みを話したり打ち明けあったりできる機会づくりを図

ります。 

子どもたちの安全と自主性を尊重しながら、子どもたちの居場所づくりや活動の促進を図り

ます。 

 

基本目標２ 母性並びに乳児及び乳幼児等の健康の確保及び増進 

母親の出産前後の心身両面のケアを厚くするなど、母親が安全に安心して子どもを生み育て

ることができるように支援するとともに、子どもの発育や成長段階に応じて一貫した健康の維

持・増進、望ましい食生活を促進し、生涯にわたる健康な生活の基礎を築きます。 

 

基本目標３ 子どもの健やかな成長に資する教育環境の整備 

子どもたち一人ひとりの個性と可能性を伸ばし、豊かな人間性とたくましく生きる力を培う

ことができるよう、保育園、幼稚園、学校等が連携し、子どもの成長段階に応じた教育内容の

充実と学習環境の向上を図ります。 

次代の親づくりも視野に置きながら、子どもたちの男女共同参画意識の醸成や乳幼児との交

流などを推進します。 

子どもの父母などの子育てに対する意識を向上し、家庭の子育て力の向上を図るとともに、

地域のさまざまな資源を活用し、地域の子どもたちを地域の人たちで育てていける環境をつく

ります。 
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基本目標４ 子育てを支援する生活環境の整備 

子どもが健やかに育つことのできる住宅環境づくりを促進します。 

子どもたちがのびのびと安全にまちに出て遊び、また、子育て家庭が安心してまちに出かけ

られるよう、安全な道路環境を整備するとともに、子育て家庭の利用に配慮した施設・設備の

改善を図ります。 

 

基本目標５ 職業生活と家庭生活との両立の推進 

子育てと仕事が両立できるよう、ワーク・ライフ・バランスの考え方の普及に努め、職場に

おける子育て支援を促進します。 

子育てを、父親、母親が協力しあいながら楽しく進めていくことができるよう、男女共同参

画の意識づくりを図ります。 

 

基本目標６ 子どもたちの安全の確保 

子どもたちが安心してまちを歩けるよう、交通安全教育を推進するとともに、犯罪のない安

全なまちづくりを推進します。 

 

   

基本目標７ 要保護児童への対応などきめ細かな取り組みの推進 

子どもの人権が守れられるよう、意識の向上を図るとともに、関係機関のネットワークや地

域全体が連携し、児童虐待の芽を早期に発見し未然に防ぐことができる体制を整備し、児童虐

待防止への迅速な対応を図ります。 

母子家庭などひとり親家庭に必要な支援を図ります。 

障がいの予防、早期発見から療育、教育など、障がいのある子どもの状況に応じて必要な支

援を図ります。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 基本目標ごとの取り組み 
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◇ 施策の体系 

 

箱根町次世代育成支援行動計画 施策体系図 
 

 

 

子どもは財産！箱根で子育て！みんなで子育て！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標 

１ 地域における子育ての支援 

２ 母性並びに乳児及び乳幼児等の健康の確保及び増進 

３ 子どもの健やかな成長に資する教育環境の整備 

４ 子育てを支援する生活環境の整備 

５ 職業生活と家庭生活との両立の推進 

６ 子どもたちの安全の確保 

７ 要保護児童への対応などきめ細かな取り組みの推進 

 

すべての 
子どもの視点 

地域で子どもを 
育てていく視点 

すべての子育て 
家庭の視点 

次代の 
親づくりの視点 

計画の４つの視点 
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事　業

育児支援家庭訪問の充実

乳幼児の健康支援

子育て支援センター事業

親・子の交流機会の充実

子どもの自主的な活動の促進

箱根っこわくわくふれあい事業

公園など子どもの遊び場の整備

保育園、幼稚園等の施設開放

ブックスタート推進事業

学習機会の充実

情報提供・相談体制の充実

民生委員・児童委員等の活動

育児サークル等住民の活動の促進

（４） 経済的支援の充実 各種手当、医療費の助成等

幼児学園の整備

保育園等における保育の充実

幼稚園の預かり保育

保育園、幼稚園等の施設整備

保育園、幼稚園等における安全の確保

関係機関等の連携

（６） 放課後児童対策の充実 放課後児童健全育成事業

妊婦、乳幼児健康診査

妊婦・新生児訪問指導

妊婦・幼児歯科健康診査

食生活に関する学習機会

保育園、幼稚園における食育

学校教育における食育

健全な生活の指導

悩みごとの相談体制の充実

医療体制の整備促進

かかりつけ医の促進

基本目標

小児医療の充実（４）

母性並びに乳児及び
乳幼児等の健康の確保
及び増進

施　策

保育施設における
保育サービスの充実

（５）

出産・育児の相談、
学習機会等の充実

（３）

食育の促進

思春期保健対策の充実（３）

母子の健康の促進（１）

家庭における
子どもの養育支援

（２）

親・子の交流促進（２）

２

（１）

地域における
子育ての支援

１
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事　業

（１） 次代の親の育成 乳幼児等とふれあう機会の促進

幼児学園の整備

教育内容の充実

生きた英語教育の充実

幼稚園、保育園等における安全の確保

幼稚園、保育園、小学校等との連携

教育内容の充実

部活動の充実

生きた英語教育の充実

健康教育の推進

心の育成の推進

悩みごとの相談体制

いじめ、不登校等への対応

家庭、地域との連携による学校づくり

学校施設・設備の整備

学校の安全対策の強化

学習機会、情報提供

地域における活動の促進

地域資源の活用

地域の人材の活用

地域におけるスポーツ機会の充実

健全育成活動の推進

有害環境の改善

子育て世帯向けの住宅の供給

居住環境の向上

道路、歩道等の整備

交通安全施設の整備

公共施設・公共交通機関等のバリアフリー化

バリアフリー施設の情報提供

事業所における子育て支援の促進

子育てへの男性の参画促進

交通安全教育

チャイルドシート着用の啓発

防犯体制・活動の促進

防犯に関する情報提供等

子どもの命、人権に対する意識の向上

要保護児童対策地域協議会

ひとり親家庭に対する支援事業

ひとり親家庭に対する相談、情報提供

障がいの予防、早期発見・対応

障がい児保育・教育の充実

発達障がい等多様な障がいへの対応

施　策

幼児教育の充実（２）

学校教育の充実（３）

家庭の教育力の向上（５）

（４） 学校教育環境の充実

地域の教育力の向上（６）

健全育成の環境づくり（７）

男女共同参画の意識づくり（１）

子育てしやすい
住環境づくり

（１）

（２） 安全な道路環境の整備
子育てを支援する
生活環境の整備

４

子育てにやさしい
まちの環境

（３）

子どもたちの安全の確保６

職業生活と家庭生活
との両立の推進

５

交通安全活動の推進（１）

（２） 防犯活動の推進

障がい児への支援の充実（３）

要保護児童への対応など
きめ細かな取り組みの推進

７

児童虐待防止対策の充実（１）

（２） ひとり親家庭への支援

基本目標

子どもの健やかな成長に
資する教育環境の整備

３
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１ 地域における子育ての支援 

 

（１） 家庭における子どもの養育支援 
 

◆◇現状と課題◇◆ 

子育ての悩みごとを相談する相手がいなかったり、他の子育てをしている人と交流する機会が

少なかったりするなど、子育てに孤立してしまうことが懸念されています。 

町では、妊婦への訪問指導、産婦及び乳幼児への訪問指導を行ってきましたが、出生連絡票が

未提出のため、里帰りの有無等の把握に時間を要するケースが増えており、各出張所との連携を

強化して妊娠届出時や出生届出時に出生連絡票の提出について周知していく必要があります。ま

た、乳幼児の健康支援については、複数回のフォローが必要なケースが増えてきています。 

アンケート調査では、半数近くの人が保護者の病気や緊急の用事ができた場合などに子どもの

世話ができなくなったとしており、他の家族が面倒をみたり、親戚に預けたりして対応していま

すが、祖父母などと同居している家庭は少なくなりつつあり、家庭における保育の支援が課題と

なっています。 

 

 

◆◇基本方針◇◆ 

家庭における保育が孤立しないよう、子育て家庭への訪問などの支援を図ります。 

 

 

◆◇主な事業◇◆ 

事業名 内  容 担当課等 

育児支援家庭訪問の充実 
妊婦訪問指導、産婦訪問指導等を通じ、妊産婦の健康増進、子育

ての悩みごとへの対応等を図ります。 

子育て支援課 

乳幼児の健康支援 
乳幼児訪問指導等を通じ、乳幼児の健やかな発育支援を図りま

す。 

子育て支援課 
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（２） 親・子の交流の促進 
 

◆◇現状と課題◇◆ 

子どもたちが健やかに育っていくため、また、親が子どもを慈しみ子育てをしていくためには、

親子がふれあったり、子ども同士で遊んだり、いろいろな体験をしたりすることのできる機会や

場が必要です。アンケート調査でも、子どもを遊ばせる場や機会、親同士の仲間づくりの機会な

どへのニーズがありました。 

地域における身近な交流の場として、仙石原幼児学園に併設された子育て支援センターのほか

に、湯本幼児学園内にも常設の子育てサロンを開設し、また、宮城野地域では、さくら館で月に

１回移動子育てサロンを開設しております。そこでは、子育てをしている親達の交流の機会の拡

充と子育てにかかるさまざまな悩みへの対応を図っています。今後は、アドバイザーの確保や職

員の資質の向上を図りながら、このような交流の場をさらに全町的に広げていく必要があります。 

また、保育園や幼稚園の園庭は、地域の交流の場として活用されていますので、今後も、気軽

に利用できるよう働きかけていく必要があります。 

他に子どもたちの遊び場として公園や広場が利用されており、また、町を訪れる観光客の利用

もあり、交流の場ともなっています。公園や広場は子どもたちが安心して遊べるよう、遊具等の

適切な維持管理を進めていますが、今後は、住民の参画を得ながら、ニーズに即し、より適切な

公園等の整備や維持・管理の仕組みを検討していく必要があります。 

 また、絵本を介した親子のふれあいの大切さを伝えるため、健診時に、絵本等の入った「ブッ

クスタート・パック」を保護者に配布する「ブックスタート」を推進していくとともに、絵本や

読書に親しむ場として、プレイルームをはじめ社会教育センターの図書室の整備を進めるととも

に、ＰＲを充実していく必要があります。 

 

 

◆◇基本方針◇◆ 

親子のふれあいを深めるとともに、親同士、子ども同士の交流が広まるよう、さまざまな体験

活動など交流機会と活動の場の整備を図ります。 
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◆◇主な事業◇◆ 

事業名 内  容 担当課等 

子育て支援センター事業 
子育て支援センターの周知を図るとともに、利用者のニーズを把

握し、事業内容の一層の充実を図ります。 

子育て支援課 

さまざまな事業を通じて、親、子が交流できる機会の充実を図り

ます。 

子育て支援課 

学校教育課 

生涯学習課 親・子の交流機会の充実 

子育てサロンについて、町内全域での展開を図ります。 子育て支援課 

子どもの自主的な活動の促進 
子ども会、スポーツ少年団等への子どもの参加を促進するととも

に、指導者の確保や活動内容の充実を図ります。 

生涯学習課 

箱根っこわくわくふれあい事

業 

ボランティアの協力のもと小学校の特別教室や公民館等を活動

拠点として、さまざまな体験活動の場を提供し、自立心や思いや

りを育むことを目的として子どもたちの健全育成を図る。 

生涯学習課 

地域のニーズや観光客の利用等を踏まえるとともに、住民の参画

を得ながら、公園や広場の整備を推進します。 

都市整備課 

公園、広場等の設備、遊具等の定期的な点検と修繕を実施します。 都市整備課 

住民の参画による、公園、広場の維持・管理の方法を検討します。 都市整備課 

町営住宅の敷地の一部を活用して、子どもの遊び場としての活用

を図ります。 

健康福祉課 

公園など子どもの遊び場の 

整備 

公民館などを活用して、子どもたちが活動できる場の確保を図り

ます。 

子育て支援課 

生涯学習課 

保育園、幼稚園等の施設開放 
家庭で保育している親子が気軽に利用できるよう、保育園、幼稚

園の開放を進めるとともに、利用の促進を図ります。 

子育て支援課 

学校教育課 

ブックスタート推進事業 

赤ちゃんのことばと心を育むためには「絵本」を介した親子のふ

れあいが重要な役割を果たしていることを広く伝えるため、健診

時に絵本等の入った「ブックスタート・パック」を赤ちゃんの保

護者に配布しております。 

生涯学習課 
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（３） 出産・育児の相談、学習機会等の充実 
 

◆◇現状と課題◇◆ 

子育てをしていく上で、さまざまな悩みや困りごとに直面します。最近では、核家族化、少子

化の進展などを背景に、赤ちゃんなど小さな子どもとふれあう機会がなく大人になり、親になる

人も少なくありません。子育てのさまざまな問題を解決するためには、子育て家庭が必要な情報

を的確に入手し、子育てについて勉強するとともに、悩みごとを気軽に相談できる場がとても重

要です。 

出産前の家庭には、「新米ママ・パパ出産育児教室」を開催しています。出産後には、育児教室

「たんぽぽの会」などを実施しています。今後も、父親、母親がともに参加できるよう、参加し

やすい運営をしていく必要があります。特に、父親の参加を促進する必要があります。 

子育ての悩みごとへの相談については、子育て支援センターや子育てサロン、役場等の窓口、

各保育園、幼稚園等における相談や、民生委員・児童委員等の活動などにより対応しています。

社会環境の変化などを背景に、子育て家庭の状況や悩みごとは複雑・多様化しており、今後も、

相談者のプライバシーを保護することを前提に、ボランティアや民生委員・児童委員など関係機

関との連携を強化し、相談担当の資質向上を図りながらさまざまなケースに的確に対応していく

ことが必要です。 

 

 

◆◇基本方針◇◆ 

喜びと自信を持って子育てに取り組むことができるよう、子育て家庭に必要な情報提供や学習

機会を充実するとともに、子育ての悩みごとへの相談体制の拡充を図ります。 

 

 

◆◇主な事業◇◆ 

事業名 内  容 担当課等 

学習機会の充実 

関係課等が連携し、子どもの育ちや子育てなどに係るさまざまな

学習機会の内容の充実を図るとともに、参加しやすい運営に努め

ます。 

子育て支援課 

生涯学習課 

広報紙やパンフレット、ホームページなどさまざまな媒体を活用

し、子育て家庭に必要な情報提供を図ります。 

子育て支援課 

情報提供・相談体制の充実 
関係機関における相談担当員の資質の向上を図るとともに、相談

しやすい環境づくり、関係機関相互の連携の強化を図ります。 

子育て支援課 

学校教育課 

民生委員・児童委員等の活動 
民生委員・児童委員等の活動について、住民へ周知するとともに、

委員の資質の向上を図ります。 

健康福祉課 

育児サークル等住民の活動の

促進 

子育ての各種講座・教室の卒業生などへ、育児サークルへの参加

や組織の結成などを促進するとともに、住民へ育児サークル等の

活動についての情報提供を図ります。 

子育て支援課 
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（４） 経済的支援の充実 
 

◆◇現状と課題◇◆ 

子育てをしていく上で、子どもの発達段階等に応じてさまざまな経済的負担がかかります。ア

ンケート調査では、実際に持つつもりの子どもの数が、理想とする子どもの数より少ない理由と

して、就学前、小学生とも子育てや教育にお金がかかりすぎることが大きな理由となっています。 

現在、児童手当などの手当や就学援助など、各種の経済的援助を行っています。平成22年度か

らは、子ども手当が支給されることとなっており、高校授業料の実質無償化と合わせて、子育て

家庭の経済的な負担の軽減につながるものとして期待されています。 

また、小児医療費の助成については、平成22年度から中学卒業までの子どもを助成の対象とし、

子育てしている家庭の経済的な負担の軽減をしております。 

これらの制度を利用できることを知らずに利用しない人がないよう、制度の周知を図るととも

に、国や県の制度の動向等を踏まえた対応を図っていく必要があります。 

 

 

◆◇基本方針◇◆ 

子育てに係る経済的負担を軽減するため、各種手当など経済的援助制度の周知と充実を図りま

す。 

 

 

◆◇主な事業◇◆ 

事業名 内  容 担当課等 

各種手当、医療費の助成等 

子ども手当、小児医療費の助成、就学援助など各種の経済的援助

について、国等の動向を踏まえて充実を図るとともに、制度を住

民に周知し、利用促進に努めます。 

子育て支援課 
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（５） 保育施設における保育サービスの充実 
 

◆◇現状と課題◇◆ 

就学前の子どもの保育は保育園、教育は幼稚園という、法制度等に基づく従来の区分けを超え、

近年では、子どもがどこで養育されるかにかかわらず、必要な保育や教育を求める声が高まって

います。このため本町では、平成15年４月に、子どもの保育と教育を一元的に行う仙石原幼児学

園を開設しています。また、同年11月には、「箱根町幼保一元化特区」の認定を受け、平成16年４

月から幼保一元化による合同保育を開始しています。その後、平成21年４月には湯本幼児学園を

開設しています。 

今後は、他の地域においても、地域住民のニーズを踏まえて幼児学園の設置を検討し、子ども

のより良好な保育・教育環境を整備していく必要があります。 

休日保育については、仙石原保育園で実施し、町立保育園・幼稚園に就園していなくても利用

できるほか、幼稚園では、町立４園すべてにおいて、預かり保育を実施しています。 

現在、各保育園において、３歳以上就学前までの幼児を対象に一時保育を実施し、町内の幼児

だけでなく、里帰り出産等で長期滞在している町外の幼児も預かっています。 

また、全国的に、子どもをめぐる犯罪など、子どもたちの安全の確保が大きな課題となってお

り、今後も、防犯訓練を行い防犯に対する意識を高めるとともに、緊急通報システムの有効利用

を図り、安全対策を一層強化していく必要があります。 

 

 

◆◇基本方針◇◆ 

就学前児童にとって望ましい保育、教育の環境づくりを念頭に、子育て家庭のさまざまな事情

に応じた必要な保育サービスの提供を図ります。 
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◆◇主な事業◇◆ 

事業名 内  容 担当課等 

幼児学園の整備 
就学前のすべての子どもに必要となる保育・教育の充実を図るた

め、幼保一元化により、幼児学園としての整備を図ります。 

子育て支援課 

学校教育課 

子どもにとってより好ましい保育環境を念頭に、保護者のニーズ

に応じた保育サービスの充実を図ります。 

子育て支援課 

家庭の事情等を踏まえ、延長保育や一時保育を推進します。 子育て支援課 保育園等における保育の充実 

子どもたち一人ひとりの状況に応じたきめ細かい保育を行える

よう、研修等を充実し保育士等の資質向上を図ります。 

子育て支援課 

幼稚園の預かり保育 
保護者のニーズを踏まえ、幼稚園の預かり保育の充実に努めま

す。 

学校教育課 

保育園等の施設整備 幼児学園の整備に併せ、老朽化している施設の改善を図ります。 子育て支援課 

保育園、幼稚園等における安

全の確保 
保育園、幼稚園等の防犯体制の強化を図ります。 

子育て支援課 

学校教育課 

関係機関等の連携 
保育園、幼稚園、町、その他関係機関が連携し、就学前児童の適

切な保育、教育を図ります。 

子育て支援課 

学校教育課 
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（６） 放課後児童対策の充実 
 

◆◇現状と課題◇◆ 

小学生が学校の放課後、保護者の適切な保護を受けることができない小学校低学年児童が、安

全にそして有意義に過ごすことのできる場として、湯本こどもクラブ、きんときクラブ、箱根こ

どもクラブの３つの放課後児童クラブ（学童保育）を設置しています。平成16年７月からは、夏

休みなどの長期休暇期間中も開設しています。今後は、放課後児童クラブ未設置の地域における

活動の場や指導員の確保が必要となっています。 

アンケート調査では、休日の利用などを求める声もあり、引き続き地域のニーズを見据えなが

ら、今後の対応を検討していく必要があります。 

 

 

◆◇基本方針◇◆ 

子どもにとって望ましい活動の場となることを念頭に、利用者のニーズに応じた放課後児童ク

ラブの運営を図ります。 

 

 

◆◇主な事業◇◆ 

事業名 内  容 担当課等 

放課後児童健全育成事業 
利用者のニーズを調査し、預かり時間の拡充や活動内容の充実、

指導者の資質の向上を図ります。 

子育て支援課 
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２ 母性並びに乳児及び乳幼児等の健康の確保及び増進 

 

（１） 母子の健康の促進 
 

◆◇現状と課題◇◆ 

母親が健康で安心して出産に臨めることは、子どもの健康と確かな子育ての第一歩となります。

妊娠中や出産後には精神的に不安定になる人も多く、心身両面への適切な支援が必要です。 

現在、妊娠中に妊婦健康診査を14回実施するとともに、産婦及び乳幼児への訪問指導や子ども

の年齢に応じた健康診査を実施しています。また、幼児期のう蝕予防を目的として１歳児歯科教

室、２歳児・２歳６か月児・３歳児への歯科健康診査を実施しています。 

今後は、健診未受診者の把握や、ハイリスク妊婦への適切な対応が必要になります。また、訪

問指導については、適切な時期に訪問することが必要です。 

乳幼児健康診査については、保育園・幼稚園でも園医による健診を行っているため、子どもの

年齢が上がるにつれて健診受診率は低下する傾向にあり、園での健診との連携を図り、未受診者

をなくしていく必要があります。 

また、より早期からのう蝕予防として、生まれてくる子どもへの影響を視野に入れ、妊娠期か

ら継続して支援していくために平成22年度から妊婦歯科健康診査を開始します。 

 

 

◆◇基本方針◇◆ 

子どもの生涯にわたる健康の基礎を築くとともに、安心・安全の妊娠・出産、安心できる子育

てを進めるため、母子の健康の保持・増進を図ります。 

 

 

◆◇主な事業◇◆ 

事業名 内  容 担当課等 

妊婦、乳幼児の健康診査の未受診者を的確に把握し、受診を促進

します。 

子育て支援課 

妊婦・乳幼児健康診査 
ハイリスク妊婦や発達の遅れが見られる子ども等への適切な対

応を図ります。 

子育て支援課 

妊婦・新生児訪問指導 
妊産婦、新生児へ適切な時期に訪問指導を行い、妊産婦、新生児

の健康の増進と、子育てに抱える悩みへの対応を図ります。 

子育て支援課 

妊婦・幼児歯科健康診査 

妊婦歯科健康診査・・より早期からの幼児期のう蝕予防として、

妊婦歯科健康診査の受診を促進します。 

１歳児歯科教室以降、６か月毎に歯科健康診査を実施し、幼児期

のう蝕予防を促進します。 

子育て支援課 
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（２） 食育の推進 
 

◆◇現状と課題◇◆ 

子どもの生涯にわたる健康なからだをつくるためには、小さい頃から適切な食生活を身につけ

ることが必要です。また、栄養のバランスだけではなく、家族などと楽しくゆっくりと食事をす

ることも大切で、食生活を取り巻く環境が便利になっている中、食育が重要性を増しています。 

本町では「箱根町健康増進計画・食育推進基本計画」を策定しており、乳幼児、小学生、中学

生などの発達段階に応じた食育の取り組みを進めています。 

乳幼児を持つ保護者については、「離乳食教室」を実施するとともに、幼稚園の保護者には、「食

育教室」、保育園・幼児学園・小学校の保護者には「給食だより」の発行、「給食試食会」での食

育の推進をしています。今後もこれからの活動を通じ、食生活に対する保護者の認識を一層向上

していく必要があります。また、食生活改善推進団体の協力により、「親子料理教室」の開催と育

児教室では「子どもの食事を見直そう」をテーマに年１回食育を実施しています。 

保育園、幼稚園では、生涯にわたって健康で質が高い生活を送るため「食を営む力」の基礎を

育成し、小学校では作成済みの指導計画を検証しながら食育を進め、中学校では今後指導計画を

作成していくことが必要です。 

 

 

◆◇基本方針◇◆ 

子どもの食生活に対する保護者の認識を向上するとともに、子ども自身が食生活の大切さを実

感できるような指導を図ります。 

 

 

◆◇主な事業◇◆ 

事業名 内  容 担当課等 

離乳食教室の開催日時の工夫等、より多くの人たちが参加できる

運営に努めます。 

子育て支援課 

食生活改善推進事業の充実を図ります。 健康福祉課 

食生活改善推進団体等の協力により、親子料理教室の開催を図り

ます。 

生涯学習課 

 

食生活に関する学習機会 

食生活と健康などに関する情報提供を図ります。 子育て支援課 

保育園、幼稚園における食育 給食を通して食育の充実を図ります。 
子育て支援課 

学校教育課 

給食を通して食育の充実を図ります。 学校教育課 

学校教育における食育 学校給食の内容などに関して、保護者や子どもへの情報提供に努

めます。 

学校教育課 
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（３） 思春期保健対策の充実 
 

◆◇現状と課題◇◆ 

思春期はとても多感な時期であり、子どもたちの関心や行動範囲が広まっていく時期でもあり

ます。最近は、子どもたちの心身の発育が早く、また、社会には子どもの健全な育成に望ましく

ない性風俗や薬物、暴力などの環境があり、子どもたちの健全な心身をつくっていくために、適

切な情報提供や指導が一層重要になっています。 

就学前の子どもについては、総合保健福祉センター（さくら館）等での保健事業が中心に行わ

れていますが、就学後には主に学校生活の中で行われるようになっており、今後は、子どもの一

貫した心身の健康を増進するため、保健、福祉、教育など関係機関の連携が必要となっています。 

こうした中、社会環境の変化などを背景に、子どもたちが抱える悩みごとも多様化、複雑化し

ています。学校教育指導員、スクールカウンセラー、訪問相談員を配置するとともに、教育委員

会に「教育支援室」を設置し、悩みごとへの相談を行っています。特に箱根中学校では、校内に

適応指導教室を設け、本来ならば不登校になる可能性があった子が、学校で学習し、学級に戻っ

たケースもあり、過去数年の努力が結果に表れてきています。その一方で、子どもたち自身や家

族や地域等の周辺環境が急速に変化し、抱える問題についても多様化し、深刻な問題を抱えてい

る子も増えている現状があることから、今後も子どもが相談しやすい環境づくりを進める必要が

あります。 

 

 

◆◇基本方針◇◆ 

生涯にわたる健康な生活を送るためにも重要な思春期における、子どもの心身の健康の保持増

進を図るとともに、子どもたちが抱えるさまざまな悩みごとへの適切な対応を図ります。 

 

 

◆◇主な事業◇◆ 

事業名 内  容 担当課等 

健全な生活の指導 
学校と保健部門、福祉部門との連携を強化し、子どもの健康な心

身をつくるための適切な指導を図ります。 

子育て支援課 

学校教育課 

悩みごとの相談体制の充実 
子どもたちの悩みごとなどに対して、日頃から気軽に相談できる

環境づくりに努めます。 

子育て支援課 

学校教育課 
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（４） 小児医療の充実 
 

◆◇現状と課題◇◆ 

小児医療については、日頃から子どもの健康状態を把握できるかかりつけ医を持つことが重要

です。そこで、かかりつけ医促進については、保健師の活動や保健だよりなどを活用して啓発を

行っています。 

小児科を診療科目としている町内の医療機関は３か所となっているため、小田原市など町外の

医療機関をかかりつけ医としている家庭も見られます。かかりつけ医を持つことにより、子ども

の急病時などに適切な対応が図られるとともに、子どもの発育や子育ての悩みなどを気軽に相談

することもできるため、町内内科医療機関などとも連携を図り、小児医療体制の充実を図ること

が必要になっています。 

 

 

◆◇基本方針◇◆ 

子どもの急病やけがなどに迅速に対応できるよう、安心の医療体制の充実を図ります。 

 

 

◆◇主な事業◇◆ 

事業名 内  容 担当課等 

医療体制の整備促進 広域的な連携のもと、救急医療体制の強化を図ります。 健康福祉課 

かかりつけ医の促進 
保健活動や保健だよりなどを活用して、かかりつけ医の促進を図

ります。 

健康福祉課 
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３ 子どもの健やかな成長に資する教育環境の整備 

 

（１） 次代の親の育成 
 

◆◇現状と課題◇◆ 

子どもたちが、命を次の世代に受け継いでいくことの大切さを実感できるように導いていくこ

とが大切です。このためには、父親と母親がともに協力しながら子育てをして家庭を築いていく

こと、また、子どもたちが自分よりも小さな赤ちゃんなどとふれあうことにより、命の大切さを

実感できることが必要であり、中学校では「赤ちゃん体験教室」に取り組んでいます。 

今後はこのような教室形式だけでなく、小・中学校の幼稚園・保育園との交流学習（運動会、

学習発表会等）の実施や、中学生の幼稚園・保育園・小学校でのボランティア活動などを通じて、

ふれあいの機会を拡充していく必要があります。また、教職員間の交流についても検討していく

必要があります。 

 

 

◆◇基本方針◇◆ 

子どもたちが、次の世代に命を受け継いでいくことの大切さを実感し、大人になったときに喜

びと自信を持って親になることができるよう、小さな命とふれあうことのできる機会づくりを図

ります。 

 

 

◆◇主な事業◇◆ 

事業名 内  容 担当課等 

乳幼児等とふれあう機会の 

促進 

学校と福祉部門が連携し、「赤ちゃん体験教室」等の機会の拡充

を図ります。 

子育て支援課 

学校教育課 
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（２） 幼児教育の充実 
 

◆◇現状と課題◇◆ 

本町では、就学前児童に対する保育ニーズ、教育ニーズに総合的に応えるため、幼児学園の整

備を進めており、「仙石原幼児学園」、「湯本幼児学園」を開設しています。社会環境の変化や保護

者のニーズなども踏まえて、今後の幼児学園の整備を検討していくことが必要です。 

また、幼児期の教育については、子どもの社会性の育成や幼児期に必要な体験などが求められ

ています。近年では、小学校入学段階でさまざまな問題を抱える児童の割合が高まり、児童指導

と同時に保護者や地域を含めた教育環境の整備が必要となっています。加えて、小学校との連携

を強化し、幼児期に必要な保育・教育の充実を図っていく必要があります。 

幼稚園、保育園等における子どもたちの安全確保に向けて、緊急通報システムを整備していま

す。今後も安全対策を一層強化し、子どもたちが安全に過ごせる環境をつくっていく必要があり

ます。 

 

 

◆◇基本方針◇◆ 

幼児期の子どもに必要な教育、保育を行うため、幼児教育環境の向上を図ります。 

 

 

◆◇主な事業◇◆ 

事業名 内  容 担当課等 

幼児学園の整備 
就学前のすべての子どもに必要となる保育・教育の充実を図るた

め、幼保一元化により、幼児学園としての整備を図ります。 

子育て支援課 

学校教育課 

教育内容の充実 
社会環境の変化や保護者のニーズ等に対応できるよう、教職員、

保育士等のを充実するとともに、教育内容の充実を図ります。 

子育て支援課 

学校教育課 

生きた英語教育の充実 

外国人講師を研究指定園に派遣し、幼児期における国際理解教育

のあり方を研究し、生きた英語に直接ふれることで国際性豊かな

子どもを育成します。 

学校教育課 

幼稚園、保育園等における安

全の確保 
幼稚園、保育園等の防犯体制の強化を図ります。 

子育て支援課 

学校教育課 

幼稚園、保育園、小学校等と

の連携 

子どもの一貫した健康や生活習慣の確立、学習の推進を図るた

め、幼稚園と保育園、小学校等との連携を推進します。 

健康福祉課 

学校教育課 
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（３） 学校教育の充実 
 

◆◇現状と課題◇◆ 

それぞれの学校の特色を生かしながら、「地域教育」「箱根ミニマム」「情報教育」「国際理解教

育」「心の教育」の５本柱とする箱根教育を通じて、子どもたちの「生きる力」の育成や基礎的な

学力・体力づくりを推進しています。 

こうした中、社会環境がめまぐるしく変化する中、子どもたちが抱える問題や悩みも多様化・

複雑化しています。学校教育指導員、スクールカウンセラーや訪問指導員を学校に配置するとと

もに、教育委員会に「教育支援室」を設置して対応しています。また、「適応指導教室」を開設し、

不登校の子どもたちの通室や相談を行うとともに、相談員や適応指導教室教諭による学校や家庭

への訪問を行っています。家庭や地域を含め、子どもたちを取り巻く環境が急速に変化し、物的・

精神的に満たされなかったり、十分育たなかったりして青年期を迎えるケースが増えてきている

ことから、学校と家庭、地域の連携と同時に、問題を抱える子どもたちのフォロー体制を維持・

充実させていくことが必要になっています。 

また、さまざまな体験学習などを通じた学習を展開するとともに、地域の子どもたちを地域で

育てていくため、地域住民が学習指導者として参画したり、地域ぐるみの学校運営を今後一層進

めていく必要があります。そのため、すべての幼稚園小・中学校における学校公開や、学校評議

員制度の活用による住民意見の学校運営への反映なども必要になっています。 

 

 

◆◇基本方針◇◆ 

子どもたちの個性、能力を生かし、豊かな人間性のある大人に育っていけるよう、各学校の創

意工夫と地域ぐるみによる学校教育の充実を図ります。 
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◆◇主な事業◇◆ 

事業名 内  容 担当課等 

時代の要請や社会環境の変化等を踏まえ、各学校ごとに特色のあ

る教育の推進に努めます。 

学校教育課 

教育内容の充実 

教職員研修の充実と参加促進、また、学校間の交流を図ります。 学校教育課 

部活動の充実 部活動指導者として住民の参画を図ります。 学校教育課 

生きた英語教育の充実 

各小中学校へ外国人講師を派遣し、英語科授業・総合的な学習、

特別活動等において、生きた英語を通して異なる文化を体験的に

学ぶことにより国際性豊かな生徒児童を育成します。 

学校教育課 

健康教育の推進 
保健事業との連携を図りながら、各種冊子の活用や講演会、研修

会への参加などを通じ、子どもの健康の向上を図ります。 

健康福祉課 

子育て支援課 

学校教育課 

心の育成の推進 

子どもたちが人に対する思いやりの心、強い意志を持った豊かな

人間性のある大人に育っていけるよう、福祉体験などの活動を推

進します。 

学校教育課 

悩みごとの相談体制 
子どもたちの悩みごとなどに対して、日頃から気軽に相談できる

環境づくりに努めます。 

学校教育課 

いじめ、不登校等の防止、適切な対応を図るため、教職員と相談

員との連携を図ります。 

学校教育課 

いじめ、不登校等への対応 

「適応指導教室」や指導員訪問体制の充実を図ります。 学校教育課 

学校評議員の活用や学校評価システムの導入など、住民の参画に

よる学校づくりを図ります。 

学校教育課 

家庭、地域との連携による学

校づくり 公開授業の開催や「学校へ行こう週間」などを通じ、地域に開か

れた学校づくりを図ります。 

学校教育課 
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（４） 学校教育環境の充実 
 

◆◇現状と課題◇◆ 

全国的な少子化により、本町の児童・生徒数も減少し、町立小・中学校の小規模化が進んでい

ました。このため、教育の機会均等、学校教育の活性化、魅力ある学校づくりをめざし、前期計

画期間中に町立小・中学校の再編を図りました。 

合わせて、小・中学校へのパソコンの導入など、学習に必要な設備の整備を進めてきており、

今後も、社会環境の変化に応じ、学習活動に必要な教育設備を整備していく必要があります。 

また、昨今の子どもたちをめぐる犯罪などへの対応を充実していくことが求められており、小・

中学校では防犯体制の整備、不審者の侵入を想定した研修会を行っています。また、自治会等の

協力のもと、通学路を中心とした「子ども110番の家」や、登下校時の見守り、防犯ベルの貸与な

どを行っていただいております。今後も、地域住民の協力のもと、子どもたちが安全に生活でき

る学校づくりを進めていく必要があります。 

 

 

◆◇基本方針◇◆ 

子どもにとって、また、保護者にとっても望ましい学校教育環境の整備を図ります。 

 

 

◆◇主な事業◇◆ 

事業名 内  容 担当課等 

学校生活の安全を最優先に、学校施設の整備を図ります。 学校教育課 

学校施設・設備の整備 
学習活動に必要な機器など、教育設備の向上を図ります。 学校教育課 

学校の安全対策の強化 
地域住民の参画を得ながら、学校における防犯対策の強化を図り

ます。 

学校教育課 
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（５） 家庭の教育力の向上 
 

◆◇現状と課題◇◆ 

子どもの生活や養育、教育の場の基本は家庭にあります。核家族化や少子化の進行、また、本

町は観光地という特性から共働きの家庭が多い中、子どもと接する時間がとりにくかったり、子

育てや子どもの教育に悩んだり、家庭における教育力の低下が懸念されています。 

町では、青少年育成会による活動や、小・中学校ＰＴＡ、幼稚園や保育園の保護者会などによ

り、それぞれ講演会の開催や親子がふれあう場を設けるなど、家庭の教育力の向上に努めていま

す。 

いじめや不登校など、さまざまな問題が社会問題としてクローズアップされている中、それぞ

れの関係機関による活動とともに、相互の連携による継続的な取り組みを進め、町全体の教育力

の向上を図っていく必要があります。 

また、子育て家庭が地域における活動や学校行事などにも積極的に参加することによって、地

域の協力を得ながら家庭の教育力を向上していくことも必要です。 

 

 

◆◇基本方針◇◆ 

関係機関が相互に連携し、子どもの発達段階に応じた家庭の教育力の向上を図ります。 

 

 

◆◇主な事業◇◆ 

事業名 内  容 担当課等 

保育園、幼稚園、小・中学校における家庭教育の場の充実を図る

とともに、相互の連携を強化します。 

子育て支援課 

学校教育課 

学習機会、情報提供 
さまざまな媒体や方法を活用し、子どもの教育、養育等に係る情

報提供を推進します。 

子育て支援課 

学校教育課 

地域住民の協力のもと、子どもたちのさまざまな体験活動などを

推進します。 

学校教育課 

生涯学習課 
地域における活動の促進 

青少年育成会の活動を促進します。 生涯学習課 
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（６） 地域の教育力の向上 
 

◆◇現状と課題◇◆ 

かつては、地域の中で子どもが悪いことをしていたら注意する大人がいたり、隣近所のつきあ

いが盛んに行われていましたが、最近ではそのような光景も少なくなりつつあります。家庭にお

いては、核家族化などにより、母親が子育ての悩みを一人で抱えていたり、少子化により地域の

中にいっしょに遊ぶ子どもがいないなどといったケースも見られます。 

子どもが社会性など豊かな人間性を持った大人に育っていくためには、地域の中でいろいろな

人とふれあったり、さまざまな体験ができる環境が必要です。地域の中で、青少年関係団体や青

少年指導員による活動などが行われており、今後これらの活動への住民の参画を促進していく必

要があります。 

子どもたちが地域の中で体を動かし、体を鍛え、友だちと交流できる機会としてスポーツ少年

団などの活動が行われています。今後もこれらの活動への参加を促進する必要があるとともに指

導者の確保・育成に努め、いつでも、どこでもスポーツに親しむことのできる環境づくりとして、

また、幅広い年代の人たちが交流できる場として、総合型地域スポーツクラブについて検討して

いく必要があります。 

 

 

◆◇基本方針◇◆ 

「地域の子どもは地域で育てる」という考え方のもと、自然環境や文化など地域のさまざまな

資源を活用しながら、地域住民の参画による郷土色豊かな地域の教育力の向上を図ります。 

 

 

◆◇主な事業◇◆ 

事業名 内  容 担当課等 

地域資源の活用 

子どもたちがさまざまな体験活動やさまざまな交流などを行え

るよう、本町の豊かな自然環境や文化財、観光関連も含めた各種

施設などを活用していきます。 

生涯学習課 

学校教育課 

地域の人材の活用 
さまざまな知識や技能を持つ地域の人材の「箱根町地域人材登録

者制度」への登録を促進します。 

生涯学習課 

各種のスポーツ教室などを開催します。 生涯学習課 

スポーツ少年団など、地域の活動への子どもたちの参加を促進し

ます。 

生涯学習課 
地域におけるスポーツ機会の

充実 

総合型地域スポーツクラブについて調査・研究します。 生涯学習課 
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（７） 健全育成の環境づくり 
 

◆◇現状と課題◇◆ 

本町は、子どもの健全育成に好ましくない性風俗や薬物、暴力などの環境は比較的少ない状況

ですが、インターネットの普及などにより、子どもたちがこれらの情報を容易に入手できる社会

となっています。 

現在、青少年の健全育成に向けて、青少年関係団体、社会教育関係団体などによる活動や、地

域における街頭パトロールなども行われています。 

今後も、地域住民の協力を得ながら、これらの活動を進めていく必要があるとともに、子ども

たちが社会にあるさまざまな現実を受け止め、物事の良し悪しを自分で判断できるように指導し

ていくことも必要です。 

 

 

◆◇基本方針◇◆ 

子どもの健全育成に望ましい地域の環境をつくっていくとともに、子どもの適切な判断力や意

志の醸成に努めます。 

 

 

◆◇主な事業◇◆ 

事業名 内  容 担当課等 

健全育成活動の推進 青少年関係団体、社会教育関係団体等の活動を促進します。 生涯学習課 

有害環境の改善 
街頭パトロールなどの運動や、地域の商店や事業所等の協力によ

り、地域の有害環境の改善を図ります。 

生涯学習課 
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４ 子育てを支援する生活環境の整備 

 

（１） 子育てしやすい住環境づくり 
 

◆◇現状と課題◇◆ 

子どもが健やかに育っていくとともに、保護者が安心して子どもを育てていくためには、生活

の場である住まいの良好な環境が重要です。 

本町は、地形的な条件や自然公園法による土地利用規制がありますが、未利用の町有地の有効

活用などを通して、子育てしやすい住環境の整備が必要となっています。 

「子育て勤労者支援住宅」を整備し、子育て中の勤労者世帯への支援を図っていますが、こう

した支援の周知を図ることも必要です。 

 

 

◆◇基本方針◇◆ 

子育てのしやすい居住環境づくり、箱根町で子育てしてみたいと思える居住環境づくりに努め

ます。 

 

 

◆◇主な事業◇◆ 

事業名 内  容 担当課等 

子育て世帯がくらしやすい設備に配慮しながら、町営住宅の整備

に努めます。 

健康福祉課 

子育て世帯向けの住宅の供給 
「箱根町子育て勤労者支援住宅」については、入居者ニーズを十

分踏まえた上で、計画的に良質な住環境の向上に努めます。 

子育て支援課 

居住環境の向上 
総合的・計画的なまちづくり施策と連携を図り、少子化へ対応し

た住環境の整備を図ります。 

都市整備課 

企画課 
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（２） 安全な道路環境の整備 
 

◆◇現状と課題◇◆ 

本町は急峻な地形から、勾配のきつい坂道や曲がりくねった道路、幅員の狭い道路などが多く、

地形上、歩道を設置できない道路も多くなっています。アンケート調査では、子どもが安全に通

れる道路がないことなどが指摘されており、地元住民の理解と協力を得ながら、今後も引き続き

計画的に、安全な道路づくりを進めていく必要があります。 

また、観光客等により町外から流入してくる車両も多く、駐車場整備などの対策が必要になっ

ています。 

交通安全施設については、地域の要望を踏まえながら、危険なか所から計画的に整備するとと

もに、適切な維持管理を進めていく必要があります。 

 

 

◆◇基本方針◇◆ 

子どもも大人も、だれもが安全に歩ける道路環境の整備を推進します。 

 

 

◆◇主な事業◇◆ 

事業名 内  容 担当課等 

地権者の理解と協力を得ながら、計画的に道路、歩道の整備を図

ります。 

都市整備課 

既存駐車場の有効活用を図るとともに、民間の協力のもと、駐車

場の確保を図ります。 

都市整備課 道路、歩道等の整備 

国・県道については、道路管理者へ整備推進を働きかけ、事業促

進のための支援協力を行います。 

都市整備課 

交通安全施設の整備 地域の要望を踏まえながら、交通安全施設の整備を図ります。 
都市整備課 

防災課 
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（３） 子育てにやさしいまちの環境 
 

◆◇現状と課題◇◆ 

アンケート調査では、子育てをしていて困ることとして、ベビーカーを押しているときや子ど

も連れで外出するときなどに施設等が利用しにくいという声が見られます。 

本町には観光関連の施設が多く、住民はもとより、町を訪れる人にとっても、公共施設や観光

施設など多くの人たちが利用する施設について、ベビーベッドや授乳室など、子ども連れでも利

用しやすい施設・設備が整備されていることがとても重要です。 

また、このような子育てに配慮された施設が町内のどこにあるのかを、住民に周知するととも

に、町外の人たちにも情報提供していくことにより、子育て環境の向上とともに、観光客の増加

など町の活性化にもつなげていくことが期待されます。 

 

 

◆◇基本方針◇◆ 

子育てしやすいまちの環境を整備するとともに、その情報を広く提供し、子育て環境の向上を

まちの活性化につなげていきます。 

 

 

◆◇主な事業◇◆ 

事業名 内  容 担当課等 

公共施設等における段差の解消や授乳室等の設置など、子育て世

帯が利用しやすい施設・設備の促進に努めます。 

各施設管理担当課 

公共施設・公共交通機関等の

バリアフリー化 バス、電車及び駅舎など公共交通の移動円滑化を促進するため、

交通事業者への改善要望や必要に応じた支援協力を行います。 

都市整備課 

バリアフリー施設の情報提供 
子育て世帯の利用に配慮した施設・設備の整備情報を町内・外に

広く発信し、子育て環境の向上につなげていきます。 

子育て支援課 
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５ 職業生活と家庭生活との両立の推進 

 

（１） 男女共同参画の意識づくり 
 

◆◇現状と課題◇◆ 

最近では、母親と父親がともに協力しながら子育てに取り組む家庭が増えていますが、依然と

して、主に父親は仕事を優先する意識が強くなっています。アンケート調査でも、父親が子育て

にかかわりづらい理由として、残業など仕事を優先せざるを得ない事情が指摘されています。本

町では仕事を持つ母親が多く、父母がともに子育てに取り組むことができるよう、職場における

子育て支援のための制度の整備や残業の短縮、再雇用の促進など、ワーク・ライフ・バランスの

考え方の浸透を図り、子育て世帯が働きやすい環境を整備していくことが重要となっています。 

家庭や職場などあらゆる場面において、男女共同参画の意識を醸成していくことが重要です。

そのための女性フォーラムの開催や人権意識の啓発などに取り組んでおり、今後もこれらの活動

を通じた意識づくりに継続して取り組んでいく必要があります。 

 

 

◆◇基本方針◇◆ 

父親、母親がともに協力しながら子育てに取り組めるよう、職場環境の改善を促進するととも

に、男女共同参画の意識づくりを図ります。 

 

 

◆◇主な事業◇◆ 

事業名 内  容 担当課等 

事業所における子育て支援の

促進 

男女平等、ワーク・ライフ・バランスの視点に立った雇用環境の

整備に努めます。 

子育て支援課 

観光課 

子育てへの男性の参画促進 
男女共同参画推進プランにより、男女共同参画の意識づくりを図

ります。 

企画課 
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６ 子ども等の安全の確保 

 

（１） 交通安全活動の推進 
 

◆◇現状と課題◇◆ 

本町は町外から多くの観光客が訪れることもあり、交通量も非常に多く、年間の交通事故発生

件数は160件くらいで、そのうち、子どもの交通事故は事故発生件数の５％程度（約10件）で推移

しています。 

幼児（園児）、児童、生徒に対する交通安全教育は、地域の教育力を生かした安全教育として、

日常の生活や保育活動及び学校教育活動を通じて交通ルールや必要な知識の習得を図っています

が、効果的な交通安全活動を推進するためには、家庭・地域・学校の幅広い連携や協力がさらに

必要となります。また、子どもの交通事故を未然に防ぐには、自転車・オートバイ・自動車等の

運転者の交通マナーやモラルなどの交通安全意識の向上も課題となっております。 

そのため、交通事故の実態に対応した安全対策や適切かつ効果的な施策を推進することが重要

です。 

また、６歳未満の子どもには、チャイルドシートの着用が義務づけられており、今後もさまざ

まな機会を活用し、チャイルドシートの一層の定着を図る必要があります。 

 

 

◆◇基本方針◇◆ 

交通安全教育の推進などにより、交通事故のない安全なまちづくりをめざします。 

 

 

◆◇主な事業◇◆ 

事業名 内  容 担当課等 

保育園、幼稚園、小・中学校における子どもたちへの交通安全教

育を推進します。 

子育て支援課 

学校教育課 

防災課 

さまざまな機会を活用しながら、年代等に応じた交通安全教育を

推進します。 

防災課 

交通安全にかかる指導者の確保に努めます。 防災課 

交通安全教育 

警察や関係機関等による交通安全運動を促進します。 防災課 

チャイルドシート着用の啓発 
保健事業などさまざまな機会を活用して、チャイルドシート着用

の啓発と周知を図ります。 

防災課 
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（２） 防犯活動の推進 
 

◆◇現状と課題◇◆ 

子どもが凶悪な犯罪の被害に遭うなどの事件が全国的に発生しており、地域の安全の確保が大

きな課題となっています。アンケート調査では、暗い通りや見通しのきかないところが多く、子

どもが犯罪の被害に遭わないか心配だと指摘されています。 

地域における防犯キャンペーンやチラシ等による啓発活動などを実施するとともに、防犯協会

による防犯パトロールなどが行われています。今後も、警察、関係機関との連携を図るとともに、

住民の参画を得ながら、地域ぐるみの治安向上を図っていく必要があります。 

また、町内には、あまり多く利用されていない別荘やリゾートマンションなども多く、これら

の施設が多く立地している地域の治安の確保も必要です。 

このため、子どもや保護者に迅速かつ正確に防犯情報を提供することが重要であり、インター

ネットやメールなど今日的手段を用いた情報提供について、検討していくことも必要です。 

 

 

◆◇基本方針◇◆ 

防犯対策を強化するとともに、地域ぐるみで防犯意識の向上を図り、犯罪のない安全なまちづ

くりを推進します。 

 

 

◆◇主な事業◇◆ 

事業名 内  容 担当課等 

警察を中心とした地域の防犯体制の強化を促進します。 防災課 

警察、関係機関との連携を強化するとともに、住民や学校等の参

画を得ながら、地域における防犯活動の充実を図ります。 

防災課 

学校教育課 
防犯体制・活動の促進 

庁内関係課、関係機関等の連携により、親子への防犯教室の開催

を検討します。 

防災課 

子育て支援課 

学校教育課 

神奈川県警察による情報システム等を活用するとともに、関係機

関の連携を強化し、防犯に関する情報提供に努めます。 

防災課 

防犯に関する情報提供等 不審者の出現などの情報について、保育園、幼稚園、小・中学校

等において共有するとともに、子ども、保護者への周知を図りま

す。 

子育て支援課 

学校教育課 
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７ 要保護児童への対応などきめ細かな取り組みの推進 

 

（１） 児童虐待防止対策等の充実 
 

◆◇現状と課題◇◆ 

児童虐待は、全国的に大きな社会問題としてクローズアップされています。アンケート調査で

は、子育てしていてどうしたらよいかわからなくなったり、やる気がおこらず子どもの世話をし

たくないと思ったりすることがある人が半数以上となっています。また、言葉の暴力や叩いたり

つねったりするなど、子どもを虐待していると思うと感じる人も見られます。 

児童虐待を未然に防ぐためには、保健事業や保育園、幼稚園、小・中学校における活動など、

子どもにかかわるさまざまな機関における日頃の活動の中で、その兆候を早期に発見するととも

に、さらには、虐待がおこらないよう子どもの人権について啓発していくなど、適切な対応を図

る必要があります。さらに、児童虐待だけでなく、交通遺児やドメスティック・バイオレンス（Ｄ

Ｖ）の影響を受けた子どもなど、保護が必要な子どもへの適切な対応も求められています。 

こうした中、虐待防止だけでなく、支援を要するすべての子どもを視野に入れた「箱根町要保

護児童対策地域協議会」を設置しています。今後、この協議会を中心により広域的な関係機関の

連携を強化し、要保護児童への総合的な取り組みを進めていく必要があります。 

 

 

◆◇基本方針◇◆ 

子どもの人権を尊重する意識づくりを図るとともに、児童虐待防止のための関係機関の取り組

みと相互の連携を強化します。 

 

 

◆◇主な事業◇◆ 

事業名 内  容 担当課等 

保育園、幼稚園、小・中学校において、保護者への人権意識の啓

発を図ります。 

子育て支援課 

学校教育課 

子育てや家庭教育にかかる学習機会において、保護者への人権意

識の啓発を図ります。 

子育て支援課 

生涯学習課 

子どもの命、人権に対する意

識の向上 

さまざまな講座、教室、講演会等を活用し、住民全体の人権意識

の高揚を図ります。 

企画課 

健康福祉課 

「箱根町要保護児童対策地域協議会」の活動を強化するととも

に、広域的な連携を図りながら、要保護児童への対応の充実を図

ります 

 

子育て支援課 

 
要保護児童対策地域協議会 

子どもにかかわるさまざまな機関による児童虐待防止の取り組

みを充実します。 

子育て支援課 

学校教育課 
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（２） ひとり親家庭への支援 
 

◆◇現状と課題◇◆ 

ひとり親家庭では、子育ての悩みを相談できる人がいなかったり、子育てに孤立してしまった

りする傾向が見られます。また、母子世帯では、一般的に所得の少ない家庭が多くなっています。

最近では、離婚の増加などにより、ひとり親家庭が多くなっています。 

ひとり親家庭のさまざまな悩みや問題に適切に対応していくため、ひとり親家庭の実態を的確

に把握し、相談や生活支援サービス、経済的な援助などを充実していく必要があります。また、

さまざまな支援制度を知らずに利用しなかったということのないよう、事業をＰＲしていくこと

も必要です。 

 

 

◆◇基本方針◇◆ 

ひとり親家庭が必要とする支援を行い、子どもの健やかな育ちを促進します。 

 

 

◆◇主な事業◇◆ 

事業名 内  容 担当課等 

民生委員・児童委員の活動により、ひとり親家庭の実態把握を図

ります。 

健康福祉課 ひとり親家庭に対する支援事

業 
ひとり親家庭への生活支援サービスの充実を図ります。 子育て支援課 

ひとり親家庭が抱えるさまざまな悩みについての相談体制を充

実します。 

子育て支援課 

ひとり親家庭に対する相談、

情報提供 ひとり親家庭への支援サービス、制度についての情報提供を図り

ます。 

子育て支援課 
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（３） 障がい児への支援の充実 
 

◆◇現状と課題◇◆ 

子どもは一人ひとり異なる個性を持っており、就学前から就学後も、みんなが一緒に交流する

中でお互いを尊重し、思いやる心を持つように導いていくとともに、障がいのある子にはその状

況に応じて必要となる支援を行っていく必要があります。 

子どもの健全な発育のため、乳幼児への訪問や健康診査などを実施し、言葉やからだの発達の

遅れが心配されるときには、「地域訓練会（なでしこ教室）」で遊びなどを通じて機能訓練や療育

相談を実施しています。また、必要に応じて、専門の医療機関へとつなげていくなど、障がいの

早期発見・早期対応に努め、障がいの有無や障がいの種類にかかわらず、すべての子どもたちの

発達の促進に努めています。 

こうした中、障害者自立支援制度が導入されるなど、障がい児者への支援の仕組みが大きく変

わってきています。 

また、学習障がい（ＬＤ）や注意欠陥／多動性障がい（ＡＤＨＤ）、高機能自閉症などの発達障

がいの子どもも見られるようになっており、臨床発達心理士等と、円滑な連携体制を構築してい

ます。しかし、さまざまな問題を抱える園児の数が増えてきていること、それに応じた支援に努

めつつも、結果が必ずしもすぐに出ないケースもあり、継続的な支援が求められています。 

 

 

◆◇基本方針◇◆ 

障がいの早期発見・早期対応を図るとともに、発達保障やノーマライゼーションの考え方を踏

まえ、障がいのある子ども一人ひとりの状況に応じたきめ細かな対応、支援を図ります。 

 

 

◆◇主な事業◇◆ 

事業名 内  容 担当課等 

医療機関など関係機関との連携のもと、訪問や健康診査などを通

じて、障がいの予防及び早期発見・対応を図ります。 

子育て支援課 

健康福祉課 
障がいの予防、早期発見・ 

対応 
「地域訓練会（なでしこ教室）」の活動など、障がい児の療育を

充実します。 

健康福祉課 

保育園、幼稚園において、障がいのある子とない子の交流を進め

るとともに、障がいのある子が必要とする支援を図ります。 

子育て支援課 

学校教育課 

障がい児保育・教育の充実 
小・中学校において、障がいのある子とない子の交流を進めるた

め、養護学校等との連携を図り、特別支援教育の充実に努めます。 

学校教育課 

発達障がい等多様な障がい 

への対応 

保健事業や保育園、幼稚園を通じ発達障がいの早期発見・対応に

努めるとともに、専門家を配置し、子どもの状況に応じた必要な

支援を図ります。 

子育て支援課 

学校教育課 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 主要事業の目標 
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１ 将来の子ども人口の推計 

 

目標年度の平成26年度における子ども人口の推計は、コーホート変化率法により行いました。 

 

18歳未満の子どもの人口の推計結果 

実績（人） 推計人口（人） 増加率（％） 
年齢 

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 （Ｈ26/Ｈ21） 

０歳 71 59 56 54 52 50 △ 29.6 

１歳 53 70 58 55 53 51 △ 3.8 

２歳 83 59 78 65 61 59 △ 28.9 

３歳 67 87 61 81 67 63 △ 6.0 

４歳 70 63 82 57 76 63 △ 10.0 

５歳 80 70 63 83 57 77 △ 3.8 

◆就学前合計◆ 424 408 398 395 366 363 △ 14.4 

６歳（小１） 93 75 66 59 78 54 △ 41.9 

７歳（小２） 88 93 75 66 59 78 △ 11.4 

８歳（小３） 83 87 92 74 65 59 △ 28.9 

９歳（小４） 89 79 83 88 70 62 △ 30.3 

10歳（小５） 85 88 78 82 87 69 △ 18.8 

11歳（小６） 92 82 85 75 79 84 △ 8.7 

◆小学生合計◆ 530 504 479 444 438 406 △ 23.4 

12歳（中１） 86 94 84 87 76 80 △ 7.0 

13歳（中２） 104 83 92 82 85 74 △ 28.8 

14歳（中３） 94 104 83 92 82 85 △ 9.6 

◆中学生合計◆ 284 281 259 261 243 239 △ 15.8 

15歳（高１） 97 88 98 79 85 76 △ 21.6 

16歳（高２） 97 98 89 99 80 86 △ 11.3 

17歳（高３） 88 95 96 87 96 78 △ 11.4 

◆高校生合計◆ 282 281 283 265 261 240 △ 14.9 

※各年４月１日現在 
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２ 特定12事業の目標 

１で推計した将来の子ども人口と、アンケート調査による保育サービスニーズを踏まえ、目標

年度における特定12事業の整備目標を次のように定めます。 

 

 

（１） 通常保育事業 

 乳幼児の保護者の労働または疾病等により家庭において保育することができない場合に、保育

園で保育を行うものです。 

 

平成21年10月1日現在園児数 

区 分 園児数 

町立保育施設 181人 

私設保育施設 25人 

計 206人 

 

 町立保育施設は、平成21年度で312人の定員であり、待機児童はありません。今後の児童数の減

少見込みを踏まえ、平成26年度には139人の利用を見込みますが、目標年度まで現在の定員を維持

します。 

 

区 分 平成20年度実績 平成26年度目標 増減 

定員 240人 312人 72人 

 

 

（２） 延長保育事業 

 乳幼児の保護者の就労時間の長時間化等に対応するため、保育園の通常の開所時間（基本は11

時間）を超えて早朝や夕方に保育を行うものです。 

 現在本町では実施していませんが、私設保育施設と連携を図っていくものとします。 

なお、目標値は設定しないものとします。 

 

 

（３） 夜間保育事業 

 乳幼児の保護者の就労形態等に対応するため、保育園において夜間に保育を行うものです。 

 現在町立保育園では実施していませんが、私設保育施設での実施があります。 

今後も、私設保育施設との連携を図り更に進めるものとします。 

なお、目標値は設定しないこととします。 

 

平成21年10月1日現在園児数 

区 分 園児数 

私設保育施設 14人 
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（４） 子育て短期支援事業（トワイライトステイ） 

 乳幼児の保護者が、仕事その他の理由で平日の夜間または休日に不在となり、家庭で養育する

ことが困難となった場合やその他の緊急の場合に、児童養護施設等で保護、生活指導、食事の提

供等を行うものです。 

 現在本町では実施していませんが、児童養護施設との連携を図り行っています。 

なお、目標値は前期計画同様、設定しないこととします。 

 

 

（５） 休日保育事業 

 乳幼児の保護者の就労及び子育てを支援することを目的に、休日に保護者が就労等により幼児

を保育することが困難な場合に、保育園において休日に保育を行うものです。 

 現在、仙石原保育園で実施している中では、20名まで利用可能ですが、13名の利用があります。 

アンケートでは今後のニーズが高かったものの、受け入れに余裕があることから、事業の周知

を図ります。 

 

区 分 平成20年度実績 平成26年度目標 増減 

利用者数 13人 20人 7人 

か所数 1か所 1か所 0か所 

 

 

（６） 放課後児童健全育成事業 

 児童の保護者が就労等により昼間家庭にいない家庭の小学校児童に対し、放課後に適切な遊び

や生活の場を提供して児童の健全な育成を図るものです。 

 現在、湯本小学校区、箱根の森小学校区、仙石原小学校区、で実施している中で38人の児童の

保育を行っており、今後も引き続き実施していくこととします。 

 

区 分 平成20年度実績 平成26年度目標 増減 

児童数 32人 48人 16人 

か所数 3か所 3か所 0か所 
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（７） 病児・病後児保育事業 

保育中に微熱を出すなど体調不良となった乳幼児を、保育園において保護者が迎えに来るまで

の間、保育室等において緊急的な対応を看護師等がする体調不良型と、保育園等へ通所中の乳幼

児が発熱等の急な病気となった場合、または病気回復期において、保育園、病院等の専用スペー

スや通っている保育園等において、保育を行う病児対応型・病後児対応型があります。 

 現在本町では実施していませんが、今後の動向を見ながら検討していくこととします。 

 なお、目標値は設定しないこととします。 

 

 

（８） 子育て短期支援事業（ショートステイ） 

 児童の保護者が疾病、疲労等の理由により、家庭において児童を養育することが一時的に困難

になった場合に、児童養護施設等で養育、保護を行うものです。 

 現在本町では実施していませんが、今後、児童養護施設との連携を図っていくこととします。 

なお、目標値は設定しないこととします。 

 

 

（９） 一時保育事業 

 専業主婦家庭等の育児疲れや急病などの場合に、保育園において一時的な保育を行うものです。 

 現在本町では３園（湯本保育園、宮城野保育園、仙石原保育園）で実施しています。 

 

区 分 平成20年度実績 平成26年度目標 増減 

利用者数 9人 18人 9人 

か所数 3か所 3か所 0か所 

 

 

（10） 特定保育事業 

家庭で乳幼児を保育している保護者が、パート勤務をしているなどにより、週に２～３日程度、

または午前、午後のみ等の保育を行うものです。 

 現在本町では実施していませんが、一時保育事業で対応しております。 

なお、目標値は設定しないこととします。 
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（11） ファミリー・サポート・センター事業 

 乳幼児等の保護者で、保育等の援助を受けたい人と、援助を行う人を会員とする組織により、

保育園への送迎、一時的な預かり等の支援を行うものです。 

 現在本町では実施しておらず、また、事業の実施に必要な基準を満たすことが困難なため、今

後のニーズ等を踏まえながら、近隣市町村との連携により検討していくこととします。 

 なお、目標値は設定しないこととします。 

 

 

（12） 地域子育て支援拠点事業 

 子育て不安に対する相談、指導や、子育てサークルへの支援等、地域の子育て家庭に対する育

児支援を行うものです。 

 現在本町には仙石原子育て支援センターがあり、事業を行っています。今後も、同センターを

中心に、（13）のつどいの広場事業などの場を活用して子育てへの支援を行っていくこととします。 

 

区 分 平成20年度実績 平成26年度目標 増減 

か所数 1か所 1か所 0か所 

 

 

（13） つどいの広場事業 

  主に乳幼児（０～３歳）を持つ親や子どもが気軽に集い、うち解けた雰囲気の中で語り合い 

 交流したり、子育ての相談に応じるなど、子育てへの支援を行うものです。 

  現在本町では、湯本地域に子育てサロン、宮城野地域はさくら館（移動子育てサロン、月１

回）があり、各保育園、幼稚園でも子育てへの支援を引き続き行っていくこととします。 

 

区 分 平成20年度実績 平成26年度目標 増減 

か所数 2か所 2か所 0か所 

 



 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 計画の推進 
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「箱根町次世代育成支援行動計画（後期計画）」を着実に推進していくためには、計画の的確な

進行管理を行うとともに、関係機関や住民等が適切な役割分担のもと、それぞれが主体的に活動

していくことが必要です。 

この章では、計画を推進していくための方策についてまとめます。 

 

１ 計画の進行管理 

 

「箱根町次世代育成支援行動計画（後期計画）」を推進するため、計画の進捗状況を把握し、毎

年１回、町広報紙やホームページ等を通じて住民に公表します。そして、住民から寄せられた意

見をその後の事業運営に反映させていきます。 

また、「箱根町次世代育成支援行動計画推進委員会」において、計画の進行管理を行うこととし

ます。 

 

２ 適切な役割分担による計画の推進 

 

住民をはじめ、関係する機関等が適切に役割分担しながら、それぞれの取り組みを進めていき

ます。 

 

町・関係機関  

 

庁内各課等においては、それぞれの担当する事業を推進し、毎年、その進捗状況を整理しま

す。事業の推進にあたっては、関係する課や機関等との連携を十分図るものとします。 

関係機関等においては、それぞれの所掌業務を推進し、毎年、その進捗状況を整理します。 

子どもの育ちの促進や子育て家庭からの相談、児童虐待の防止などについては、各機関等に

おける活動とともに、「箱根町要保護児童対策地域協議会」による活動を推進します。 

保育園、幼稚園、小・中学校においては、それぞれの特色を生かした取り組みを推進すると

ともに、相互に情報交換や交流を行うよう努めます。また、それぞれが地域に開かれた運営を

行い、地域における子育て・子どもの教育の核となることが期待されます。住民もそのような

運営に積極的に参画していくこととします。 

 

 

家 庭 

 

子育ての基本は家庭にあります。保護者等は親としての自覚を十分に持ち、愛情を持って子

育てに取り組んでいきます。このため、自主的に子育て等についての情報収集や学習に取り組

むよう努めます。 

また、母親だけに子育ての負担がかからないよう、父親、母親、その他の家族がお互いに協

力しあって、子育てに取り組みます。 
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地 域 

 

「地域の子どもは地域で育てる」という意識を、地域に住む大人たちが持ち、子どもたちを

温かく見守り、時には注意しながら、地域の子どもを育てていきます。また、子育て家庭が子

育てに悩み、孤立しないよう手助けし、地域における子育てを進めていきます。 

認定こども園内の子育て支援センターや子育てサロンにおいては、地域の子育て支援の拠点

として育児相談や子育て世帯の交流を図っていくこととします。 

自治会、町内会や子育てサークルなど地域の活動団体においては、子どもの育成支援に積極

的に取り組んでいくこととします。また、それぞれが個々に活動を行うだけではなく、相互に

情報交換や交流の機会を積極的に持ち、より効果的な活動を行っていくこととします。 

 

 

職 場 

 

共働きの家庭が増えている中、職場における子育て支援は一層重要性を増しています。この

ため、育児休業制度など国の動向を踏まえながら、必要な制度を整備するとともに、多様な就

業形態を図ります。また、そのような制度等を利用しやすいよう、職場において子育て家庭へ

の理解を深め、仕事優先ではなく、ワーク・ライフ・バランスの考え方の浸透を図ります。 

また、行動計画を策定した事業主については、計画の進捗状況の把握、評価、その後の事業

への反映を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職 場 

地 域 

子ども 

家 庭 

町・関係機関 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付属資料 
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１ アンケート調査結果の概要 

 

 

 １ 調査の概要 

 

 

 

１．調査目的   

 

本調査は、平成15年７月に制定された「次世代育成支援対策推進法」に基づき、箱根町でこ

れまで進めてきた次世代育成支援行動計画を見直し、後期行動計画を策定するための基礎資料

を得ることを目的とする。 

 

 

２．調査対象者数 

 

●就学前児童・・・箱根町に居住している、就学前児童の保護者 

●小学校児童・・・箱根町に居住している、小学校１年生～３年生の保護者 

 

 

３．調査方法 

 

●就学前児童・・・郵送配布・郵送回収 

●小学校児童・・・郵送配布・郵送回収 

 

 

４．調査期間 

 

●平成21年１月16日（金）～１月30日（金） 

 

 

５．回収結果 

対象 標本数 有効回収数 回収率 

就学前児童 505 247 48.9% 

小学生児童 264 120 45.5% 

 

 

６．報告書の構成 

 

●本報告書では、就学前児童と就学児童を並べて掲載している。 

●わかりやすく表現するために、これ以降「就学前児童」を「就学前」、「小学生児童」を「小

学校」または「小学生」と表記する。 

●選択可能数が１つの設問であっても、小数第２位を四捨五入しているため、合計が100％

とならないことがある。 

●選択可能数が複数の設問の場合、合計が100％をこえることがある。 
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 ２ 子どもと家族の状況 

 

１  平成20年４月１日現在の年齢・学年（共通Ｆ１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就学前 

「１歳」が17.4％、「４歳（年中）」が16.2％、「３歳（年少）」15.0％などとなっている。 

小学生 

「小学１年生」34.2％、「小学３年生」32.5％、「小学２年生」30.0％などとなっている。 

 

２ 同居・近居状況（共通Ｆ２） 

• あて名のお子さんと同居されている方、もしくはお近くにお住まいの方（概ね30分以内で行き

来できる）の状況で、該当する全てに○をつけてください。続柄はあて名のお子さんから見た

関係です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就学前 

「父母同居」が83.0％と多く、２～３割が祖父母と同居または近居状況にある。 

小学生 

「父母同居」が76.7％と多く、２～３割が祖父母と同居または近居状況にある。 

就学前（N=247）

11.3

11.3

17.4

14.2

15.0

16.2

13.8

0.8

0% 20% 40%

平成20年４月以降生まれ

０歳　　　　　　　　　　

１歳　　　　　　　　　　

２歳　　　　　　　　　　

３歳（年少）　　　　　　

４歳（年中）　　　　　　

５歳（年長）　　　　　　

無回答　　　　　　　　　

小学校（N=120）

34.2

30.0

32.5

3.3

0% 20% 40%

小学１年生（６歳）

小学２年生（７歳）

小学３年生（８歳）

無回答　　　　　　

就学前（N=247）

83.0

1.6

9.7

23.5

30.0

8.5

22.3

26.7

23.9

0.8

4.0

0% 30% 60% 90%

父母同居　　　　　

父同居（ひとり親）

母同居（ひとり親）

祖父同居　　　　　

祖母同居　　　　　

その他親族（同居）

祖父近居　　　　　

祖母近居　　　　　

その他親族（近居）

その他　　　　　　

無回答　　　　　　

小学校（N=120）

76.7

4.2

10.8

22.5

28.3

5.8

22.5

26.7

24.2

5.0

0.8

0% 30% 60% 90%
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３ 主な保育者（共通Ｆ３） 

• あて名のお子さんの身の回りの世話などを主にしている方は、どなたですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就学前 

主な保育者は「主に母親」が90.7％と大半を占めている。 

 

小学生 

主な保育者は「主に母親」が89.2％と大半を占めている。 

2.4 90.7

89.2

2.4

6.7

4.5

4.2

0% 25% 50% 75% 100%

就学前
（N=247）

小学校
（N=120）

主に父親 主に母親 主に祖父母 その他
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４ 子育ての支援状況（共通Ｆ３） 

• 祖父母や親族、もしくは友人・知人等による、子育てに対する支え（育児を手伝ってくれるこ

となど）がありますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

祖父母等への預け状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

友人・知人への預け状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就学前（N=247）

33.2

71.7

4.9

19.8

15.0

6.1

0% 30% 60% 90%

日常的に祖父母等の親族に預かっ
てもらえる　　　　　　　　　　

緊急時もしくは用事の際には祖父

母等の親族に預かってもらえる　

日常的に子どもを預けられる友人
・知人がいる　　　　　　　　　

緊急時もしくは用事の際には子ど

もを預けられる友人・知人がいる

いずれもない　　　　　　　　　

無回答　　　　　　　　　　　　

小学校（N=120）

38.3

74.2

10.0

38.3

9.2

4.2

0% 30% 60% 90%

就学前（N=49）

42.9

4.1

10.2

42.9

0.0

6.1

0% 20% 40% 60%

特に問題がない　　　　　　　

友人・知人等の身体的負担が大

きく心配である　　　　　　　

友人・知人等の時間的制約や精

神的な負担が大きく心配である

親の立場として、負担をかけて

いることが心苦しい　　　　　

その他　　　　　　　　　　　

無回答　　　　　　　　　　　

小学校（N=46）

47.8

0.0

17.4

39.1

0.0

2.2

0% 20% 40% 60%

就学前（N=177）

51.4

27.7

18.1

20.9

6.2

1.1

0% 40% 80%

特に問題がない　　　　　　　　

祖父母等親族の身体的負担が大き

く心配である　　　　　　　　　

祖父母等の親族の時間的制約や精
神的な負担が大きく心配である　

親の立場として、負担をかけてい

ることが心苦しい　　　　　　　

その他　　　　　　　　　　　　

無回答　　　　　　　　　　　　

小学校（N=89）

53.9

21.3

14.6

22.5

2.2

4.5

0% 40% 80%
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就学前 

子育ての支援状況は、祖父母等の状況では、「日常的に祖父母等の親族に預かってもらえる」

33.2％、「緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族に預かってもらえる」71.7％で、「緊急時も

しくは用事の際には祖父母等の親族に預かってもらえる」のみの状況は38.5％となっている。 

祖父母等への預け状況は、「特に問題がない」が51.4％と半数を占めているものの、「祖父母等親

族の身体的負担が大きく心配である」27.7％、「親の立場として、負担をかけていることが心苦し

い」20.9％、「祖父母等の親族の時間的制約や精神的な負担が大きく心配である」18.1％などの懸

念もある。 

また、友人等の状況では「日常的に子どもを預けられる友人・知人がいる」4.9％、「緊急時もし

くは用事の際には子どもを預けられる友人・知人がいる」19.8％で、「緊急時もしくは用事の際に

は子どもを預けられる友人・知人がいる」のみの状況は14.9％となっている。 

友人・知人への預け状況は、「特に問題がない」が42.9％を占めているものの、「親の立場として、

負担をかけていることが心苦しい」も42.9％と多くなっている。 

 

小学生 

子育ての支援状況は、祖父母等の状況では、「日常的に祖父母等の親族に預かってもらえる」

38.3％、「緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族に預かってもらえる」74.2％で、「緊急時も

しくは用事の際には祖父母等の親族に預かってもらえる」のみの状況は35.9％となっている。 

祖父母等への預け状況は、「特に問題がない」が53.9％と半数を占めているものの、「親の立場と

して、負担をかけていることが心苦しい」22.5％、「祖父母等親族の身体的負担が大きく心配であ

る」21.3％、「祖父母等の親族の時間的制約や精神的な負担が大きく心配である」14.6％などの懸

念もある。 

また、友人等の状況では「日常的に子どもを預けられる友人・知人がいる」10.0％、「緊急時も

しくは用事の際には子どもを預けられる友人・知人がいる」38.3％で、「緊急時もしくは用事の際

には子どもを預けられる友人・知人がいる」のみの状況は28.3％となっている。 

友人・知人への預け状況は、「特に問題がない」が47.8％を占めているものの、「親の立場として、

負担をかけていることが心苦しい」も39.1％と多くなっている。 

 



 

74 

 

５ 居住地域（共通Ｆ４） 

• 現在お住まいの地域は、次のうち、どれにあたりますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就学前 

「宮城野地域」31.2％、「仙石原地域」28.7％、「湯本地域」27.1％などとなっている。 

 

小学生 

「湯本地域」32.5％、「仙石原地域」31.7％、「宮城野地域」24.2％などとなっている。 

 

 

６ 住居（共通Ｆ５） 

• 現在のお住まいは、次のうち、どれにあたりますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就学前 

「持家（一戸建）」54.3％が半数を占めている。 

 

小学生 

「持家（一戸建）」64.2％が半数を超えている。 

就学前（N=247）

54.3

6.1

4.0

12.6

5.7

7.7

4.5

4.9

0.4

0% 25% 50% 75%

持家（一戸建）　　　　　　

持家（分譲マンションなどの
集合住宅）　　　　　　　　

民間の借家（一戸建）　　　

民間の借家（賃貸マンション
・アパートなどの集合住宅）
公団・公社・公営の賃貸住宅
・アパート　　　　　　　　
社宅・公務員住宅などの給与
住宅　　　　　　　　　　　

住み込み・寮・寄宿舎など　

その他　　　　　　　　　　

無回答　　　　　　　　　　

小学校（N=120）

64.2

5.8

0.8

10.8

5.0

1.7

6.7

5.0

3.2

0% 25% 50% 75%

27.1

32.5

8.1

3.3

28.7

31.724.2

31.2

8.3

4.0 0.8

0% 25% 50% 75% 100%

就学前
（N=247）

小学校
（N=120）

湯本地域 温泉地域 宮城野地域 仙石原地域
箱根地域 無回答
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７ 世帯年収（共通Ｆ６） 

• 世帯の年収は、次のうち、どれにあたりますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就学前 

「～400万円」23.5％、「～700万円」20.2％、「～300万円」19.0％などとなっている。 

 

小学生 

「～400万円」21.7％、「～700万円」20.8％、「～500万円」15.0％などとなっている。 

7.3

7.5

19.0

13.3

23.5

21.7

15.4

15.0

20.2

20.8

8.1

10.8 5.0

5.3

5.8

1.2

0% 25% 50% 75% 100%

就学前
（N=247）

小学校
（N=120）

～200万円未満 ～300万円未満 ～400万円未満
～500万円未満 ～700万円未満 ～1,000万円未満
1,000万円以上 無回答
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 ３ 父母の労働状況 

 

１ 父母の就労状況（共通Ｆ７） 

父母の就労状況 

• 父親・母親の就労の状況を教えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就労していない母親の就労希望状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非就労の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.0

15.8

45.5

52.6

28.4

26.3

1.1

5.3

0% 25% 50% 75% 100%

就学前
（N=88）

小学校
（N=19）

すぐに（１年以内に）働きたい
（１年より先）子どもが大きくなったら働きたい
子育てに専念したいので今現在、就労希望はない
もともと就労希望はない
無回答

21.0

15.4

32.3

30.8 7.7

16.1

15.4

25.8

30.8

4.8

0% 25% 50% 75% 100%

就学前
（N=62）

小学校
（N=13）

保育サービスが利用できない
働きながら子育てできる適当な仕事がない
自分の知識、能力にあう仕事がない
家族の考え方（親族の理解が得られない）等就労する環境が整っていない
その他
無回答

70.9

6.6

70.1

18.3

1.2

2.2

29.6

48.7

14.8

9.6

33.7

14.8 1.7

5.4

11.5

7.5

7.0

2.8 19.6

20.2 1.3

2.5

0% 25% 50% 75% 100%

父親
（N=223）

母親
（N=243）

父親
（N=107）

母親
（N=115）

常勤（フルタイム）（育休・介護休業は除く)
常勤（フルタイム）だが現在育休・介護休業中
パートタイム、アルバイト等
自営業・家業従事・自由業・内職・在宅就労
以前は就労していたが、現在は就労していない
これまでに就労したことがない
無回答

就学前児童の父母の状況

小学校児童の父母の状況
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就労希望時の子どもの年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就学前 

父親は「常勤（フルタイム）（育休・介護休業は除く）」70.9％が最も多く、次いで「自営業・

家業従事・自由業・内職・在宅就労」20.2％となっている。 

 

一方、母親は、「以前は就労していたが、現在は就労していない」33.7％や「パートタイム、ア

ルバイト等」29.6％が多くなっている。 

非就労状態にある母親は、「以前は就労していたが、現在は就労していない」「これまでに就労

したことがない」をあわせた36.2％となっている。非就労者の就労希望状況は、「すぐに（１年以

内に）働きたい」25.0％、「（１年より先）子どもが大きくなったら働きたい」45.5％と、70.5％

が就労を希望している。 

就労希望がありながら非就労である理由は、「働きながら子育てできる適当な仕事がない」32.3％、

「その他」25.8％、「保育サービスが利用できない」21.0％などが多くなっている。 

「（１年より先）子どもが大きくなったら働きたい」との回答者の就労希望時の子どもの年齢は、

「３歳～６歳」が72.5％と多くなっている。 

 

小学生 

父親は「常勤（フルタイム）（育休・介護休業は除く）」70.1％が最も多く、次いで「自営業・

家業従事・自由業・内職・在宅就労」19.6％となっている。 

 

一方、母親は、「パートタイム、アルバイト等」48.7％、「常勤（フルタイム）（育休・介護休

業は除く）」18.3％が多くなっている。 

非就労状態にある母親は、「以前は就労していたが、現在は就労していない」「これまでに就労

したことがない」をあわせた16.5％となっている。非就労者の就労希望状況は、「すぐに（１年以

内に）働きたい」15.8％、「（１年より先）子どもが大きくなったら働きたい」52.6％と、68.4％

が就労を希望している。 

 

5.02.5 72.5

20.0

2.5

30.0 10.0

2.5

10.0

7.5 5.0

30.0

2.5

0% 25% 50% 75% 100%

就学前
（N=40）

小学校
（N=10）

１歳 ２歳 ３～６歳 ７～９歳 10～12歳
13～15歳 16～18歳 無回答
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２ 出産前後の母親状況（前Ｆ８） 

就労状況 

• あて名のお子さんを出産前後（前後それぞれ1年以内）に母親は離職をしましたか。 

 

 

 

 

 

 

 

離職にいたった理由 

• 離職を選ばれた母親の考えは、次のうち、どれにあたりますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就学前 

就労状況は、「離職した」37.4％、「出産１年前にすでに働いていなかった」27.6％が多くなっ

ており、「継続的に働いていた（転職も含む）」は23.9％にとどまっている。 

離職にいたった理由は、「育児に専念したいので、いずれにせよやめていた」が51.6％と半数を

占めている。次いで「保育サービスと職場の両立支援環境がどちらも整っていれば、継続して就労

していた」18.7％などとなっている。 

 

37.4 23.9 27.6 11.1

0% 25% 50% 75% 100%

就学前
（N=243）

離職した 継続的に働いていた（転職も含む）
出産１年前にすでに働いていなかった 無回答

9.9 18.7 4.4 51.6 12.13.3

0% 25% 50% 75% 100%

就学前
（N=91）

保育サービスが確実に利用できる見込みがあれば、継続して就労していた
職場において育児休業制度等の両立支援制度が整っていれば、継続して就労していた
保育サービスと職場の両立支援環境がどちらも整っていれば、継続して就労していた
家族の考え方（親族の理解が得られない）等就労する環境が整っていない
育児に専念したいので、いずれにせよやめていた
その他
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３ 育児休業制度（前Ｆ９） 

育児休業の取得状況 

• あて名のお子さんについて、育児休業制度を利用しましたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

育児休業の明けのサービス利用状況 

• 育児休業制度を利用した方に伺います。育児休業あけに希望する保育サービスを利用できまし

たか。 

 

 

 

 

 

 

 

就学前 

育児休業の取得状況は、「利用しなかった」69.6％が７割を占めている。利用者はほとんどが「母

親が利用した」（14.2％）となっている。 

育児休業明けのサービス利用状況は、「希望しなかった」50.0％、「利用できた」32.5％となっ

ている一方、7.5％が利用できていない。 

 

14.2 69.6 14.2
1.6
0.4

0% 25% 50% 75% 100%

就学前
（N=247）

母親が利用した 父親が利用した 両方が利用した
利用しなかった 無回答

32.5 7.5 50.0 10.0

0% 25% 50% 75% 100%

就学前
（N=40）

利用できた 利用できなかった 希望しなかった 無回答
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 ４ 子育て 

 

１ 子育て（共通Ｑ１） 

子育て生活の満足度 

• あなたは、子どもを育てている現在の生活に、満足していますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よかったこと・嬉しかったこと 

• 子育てをしてよかったこと、嬉しかったことは何ですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.6

36.7

28.7

28.3

18.2

16.7

7.7

10.8

5.7

5.8

4.0

1.7

0% 25% 50% 75% 100%

就学前
（N=247）

小学生
（N=120）

満足している どちらかといえば満足している
どちらともいえない どちらかといえば満足していない
満足していない 無回答

未就学（N=247）

63.6

73.3

40.5

3.6

6.5

23.5

20.6

34.8

0.8

0.8

0% 20% 40% 60% 80%

子どもを持つ喜びが実

感できたこと　　　　

子どもの成長　　　　

子育てを通じ自分も成

長できたこと　　　　

配偶者との関係がよく

なったこと　　　　　

家族間の会話が増えた

こと　　　　　　　　

家庭が明るくなったこ

と　　　　　　　　　

子育てを通じ友人が増
えたこと　　　　　　

自分の親への感謝の念

が生まれたこと　　　

その他　　　　　　　

無回答　　　　　　　

小学生（N=120）

56.7

67.5

49.2

0.0

7.5

21.7

35.0

30.8

0.8

2.5

0% 20% 40% 60% 80%
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「子どもを産み育てること」に対する社会の評価 

• 「子どもを産み育てること」を、今の社会は十分に評価していると思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就学前 

子育て生活の満足度は、「満足している」35.6％、「どちらかといえば満足している」28.7％と

３人に１人の割合（64.3％）で満足している一方、13.4％（「どちらかといえば満足していない」

7.7％、「満足していない」5.7％）が満足していない。 

よかったこと・嬉しかったことは、「子どもの成長」73.3％、「子どもを持つ喜びが実感できた

こと」63.6％、「子育てを通じ自分も成長できたこと」40.5％などが多くなっている。 

「子どもを産み育てること」に対する社会の評価は、「評価していると思わない」25.9％、「ど

ちらかといえば評価していると思わない」21.5％と半数（47.4％）が評価していると思わないと感

じている。また、「どちらともいえない」は30.8％となっている。 

 

小学生 

子育て生活の満足度は、「満足している」36.7％、「どちらかといえば満足している」28.3％と

３人に１人の割合（65.0％）で満足している一方、16.6％（「どちらかといえば満足していない」

10.8％、「満足していない」5.8％）が満足していない。 

よかったこと・嬉しかったことは、「子どもの成長」67.5％、「子どもを持つ喜びが実感できた

こと」56.7％、「子育てを通じ自分も成長できたこと」49.2％などが多くなっている。 

「子どもを産み育てること」に対する社会の評価は、「評価していると思わない」24.2％、「ど

ちらかといえば評価していると思わない」25.0％と半数（49.2％）が評価していると思わないと感

じている。また、「どちらともいえない」は30.0％となっている。 

 

 

4.9

4.2

16.2

14.2

30.8

30.0

21.5

25.0

25.9

24.2

0.8

2.5

0% 25% 50% 75% 100%

未就学
（N=247）

小学生
（N=120）

評価していると思う
どちらかといえば評価していると思う
どちらともいえない
どちらかといえば評価していると思わない
評価していると思わない
無回答
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２ 子育て費用（共通Ｑ２） 

• あて名のお子さんの子育てにかかる費用は１か月いくら位ですか。おおよその金額を記入して

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就学前 

「４～５万円」29.6％、「３万円」27.5％が多くなっている。 

 

小学生 

「３万円」24.2％、「２万円」21.7％が多くなっている。 

 

 

 

３ 子どもの人数（共通Ｑ３） 

• あなたにとって理想的な子どもの人数は何人ですか。また、あなたは全部で何人の子どもを持

つつもりですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3

19.0

21.7

27.5

24.2

29.6

10.8

12.6

17.5

9.7

9.2

1.6

3.3

0% 25% 50% 75% 100%

未就学
（N=247）

小学生
（N=120）

１万円 ２万円 ３万円 ４～５万円
６～10万円未満 10万円以上 無回答

7.7

10.0

30.4

55.5

33.3

55.0

56.7

27.1

50.8

24.2

5.7

2.4

6.7 3.3

0.8

3.6

6.5

4.2

10.0

1.7

1.6
2.0

0.8

0% 25% 50% 75% 100%

理想の人数　　　
（N=247）

持つつもりの人数
（N=247）

理想の人数　　　
（N=120）

持つつもりの人数
（N=120）

１人 ２人 ３人 ４人 ５人以上 無回答

就学前児童

小学生児童
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理想的な子どもの人数より持つつもりの子どもの人数が少ない理由 

• 持つつもりの子どもの人数が、理想とする子どもの人数より少ないのはどうしてですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就学前 

理想の人数は、「３人」が56.7％と最も多く、次いで「２人」30.4％となっている。持つつもり

の人数は「２人」55.5％が最も多く、「３人」は27.1％程度にとどまっている。 

理想的な子どもの人数より持つつもりの子どもの人数が少ない理由は、「子育てや教育にお金がか

かりすぎるから」81.8％、「家が狭いから」30.3％などが多くなっている。 

 

小学生 

理想の人数は、「３人」が50.8％と最も多く、次いで「２人」33.3％となっている。持つつもり

の人数は「２人」55.0％が最も多く、「３人」は24.2％程度にとどまっている。 

理想的な子どもの人数より持つつもりの子どもの人数が少ない理由は、「子育てや教育にお金が

かかりすぎるから」76.0％、「子どもの預け先などがなく、自分の仕事（勤めや家業）に差し支え

るから」36.0％、「子どもがのびのび育つ社会環境ではないから」32.0％などが多くなっている。 

就学前（N=99）

81.8

30.3

27.3

24.2

7.1

18.2

28.3

12.1

8.1

9.1

11.1

11.1

15.2

0.0

0% 30% 60% 90%

子育てや教育にお金がかかり

すぎるから　　　　　　　　

家が狭いから　　　　　　　

子どもの預け先などがなく、

自分の仕事に差し支えるから
子どもがのびのび育つ社会環

境ではないから　　　　　　
自分や夫婦の生活を大切にし
たいから　　　　　　　　　

高年齢で産むのはいやだから

これ以上、育児の心理的、肉
体的負担に耐えられないから

健康上の理由から　　　　　

欲しいけれどもできないから

配偶者の家事・育児への協力
が得られないから　　　　　

配偶者が望まないから　　　

定年退職までに、一番末の子

が成人してほしいから　　　

その他　　　　　　　　　　

無回答　　　　　　　　　　

小学生（N=50）

76.0

18.0

36.0

32.0

6.0

26.0

18.0

10.0

8.0

8.0

12.0

6.0

8.0

2.0

0% 30% 60% 90%
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４ 病院受診体制 

かかりつけ医の有無（前Ｑ４：小Ｑ６） 

• あて名のお子さんのかかりつけの（病気や発育について相談できる）医者がいますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休日や夜間に受診できる医療機関の認知（前Ｑ５：小Ｑ６） 

• 休日や夜間にお子さん（あて名のお子さんに限りません）が病気になったときに受診できる医

療機関を知っていますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就学前 

かかりつけ医は「いる」が86.2％となっている一方、「いない」が１割（12.6％）となっている。 

休日や夜間に受診できる医療機関の認知は、「知っている」が87.4％となっている一方、「知らな

い」が１割（12.1％）となっている。 

 

小学生 

かかりつけ医は「いる」が85.0％となっている一方、「いない」が１割強（15.0％）となってい

る。 

休日や夜間に受診できる医療機関の認知は、「知っている」が89.2％となっている一方、「知らな

い」が１割（10.0％）となっている。 

 

86.2

85.0

12.6

15.0

1.2

0% 25% 50% 75% 100%

未就学
（N=247）

小学生
（N=120）

いる いない 無回答

87.4

89.2

12.1

10.0

0.4

0.8

0% 25% 50% 75% 100%

未就学
（N=247）

小学生
（N=120）

知っている 知らない 無回答
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５ 子育て上不安な経験（前Ｑ６） 

子育てでどうしていいかわからなくなること 

• 子育てでどうしていいかわからなくなることがありますか。 

 

 

 

 

 

 

やる気がおこらず、子どもの世話をしたくない経験 

• やる気がおこらず、お子さん（あて名のお子さんに限りません）の世話をしたくない時があり

ますか。 

 

 

 

 

 

子どもを虐待していると感じる経験 

• 自分は、子どもを虐待していると思うことがありますか。 

 

 

 

 

 

 

子どもを虐待していると感じる具体的な時 

• 子どもを虐待していると思うのは、どのような時ですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就学前 

子育てでどうしていいかわからなくなることは、「時々ある」59.1％、「よくある」6.5％と65.6％

があるとしている。 

やる気がおこらず、子どもの世話をしたくない経験は、「ほとんどない」32.4％、「ない」31.2％

と63.6％がない一方、「時々ある」33.6％、「よくある」2.4％と36.0％があるとしている。 

子どもを虐待していると感じる経験は、「時々ある」11.7％、「よくある」0.8％と12.5％が感

じる経験があるとしており、子どもを虐待していると感じる具体的な時は「子どもを叩いたり、つ

ねったりする」67.7％、「言葉による脅しや子どもからの働きかけの無視」48.4％などが多くなっ

ている。 

6.5 59.1 23.9 10.5

0% 25% 50% 75% 100%

未就学
（N=247）

よくある 時々ある ほとんどない ない

2.4 33.6 32.4 31.2 0.4

0% 25% 50% 75% 100%

未就学
（N=247）

よくある 時々ある ほとんどない ない 無回答

0.8 24.7 59.9 2.811.7

0% 25% 50% 75% 100%

未就学
（N=247）

よくある 時々ある ほとんどない ない 無回答

就学前（N=31）

67.7

48.4

12.9

0.0

12.9

3.2

0% 25% 50% 75%

子どもを叩いたり、つねっ
たりする　　　　　　　　

言葉による脅しや子どもか
らの働きかけの無視　　　

何度でもできるまでやらせ
るなど厳しくしつける　　

食事を与えない、お風呂に
入れないなど世話をしない

その他　　　　　　　　　

無回答　　　　　　　　　
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６ 楽しく・安心した子育てに必要なサービス（前Ｑ７：小Ｑ９） 

• 日常の子育てを楽しく、安心して行うために必要なサービスはどのようなものだと思います

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就学前 

「子どもを遊ばせる場や機会の提供」60.3％、「子育てに関する総合的な情報提供」32.0％、「親

のリフレッシュの場や機会の提供」31.2％などが多くなっている。 

 

小学生 

「子どもを遊ばせる場や機会の提供」65.0％、「子育てに関する総合的な情報提供」31.7％、「親

のリフレッシュの場や機会の提供」30.8％などが多くなっている。 

就学前（N=247）

29.6

32.0

25.5

11.7

15.0

60.3

31.2

10.9

13.4

4.0

3.6

3.6

0% 25% 50% 75%

親の不安や悩みの相談　

子育てに関する総合的な

情報提供　　　　　　　
子育て中の親同士の仲間

作り　　　　　　　　　

子育てについての講座　

子どもの発達や幼児教育
のプログラムの提供　　

子どもを遊ばせる場や機
会の提供　　　　　　　

親のリフレッシュの場や
機会の提供　　　　　　

父親の育児参加に関する
意識啓発　　　　　　　

子どもの病気や障害につ
いての相談　　　　　　

特にない　　　　　　　

その他　　　　　　　　

無回答　　　　　　　　

小学生（N=120）

22.5

31.7

20.0

6.7

10.8

65.0

30.8

13.3

15.8

6.7

5.8

1.7

0% 25% 50% 75%
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７ 日常生活でのテレビ等（小Ｑ４） 

テレビやビデオ、ゲーム等の遊戯時間 

• あて名のお子さんは１日に何時間くらいテレビやビデオを見ていますか。 

• あて名のお子さんは１日に何時間くらいテレビゲームやコンピュータゲームなどで遊んでい

ますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

残虐性や暴力描写等への感じ方 

• あて名のお子さんが見ているテレビやビデオ、遊んでいるテレビゲームやコンピュータゲーム

などについて、残虐性や暴力描写等が気になることがありますか。 

 

 

 

 

 

 

 

小学生 

テレビやビデオの視聴時間は、「２時間」38.3％、「３～５時間」34.2％が多くなっている。 

ゲームやコンピューターの遊戯時間は、「１時間」が61.7％、「０時間」が20.0％となっている。 

残虐性や暴力描写等への感じ方は、「気になる」28.3％、「どちらかといえば気になる」22.5％

と50.8％気になる一方、「気にならない」30.0％、「どちらかといえば気にならない」14.2％と

44.2％が気にならないとしている。 

20.0

20.8

61.7

38.3

13.3

34.2

4.2

5.01.7

0.8

0% 25% 50% 75% 100%

テレビやビデオ　　　　
（N=120）

ゲームやコンピューター
（N=120）

０時間 １時間 ２時間 ３～５時間未満 ５～10時間未満

28.3 22.5 14.2 30.0 2.5 2.5

0% 25% 50% 75% 100%

小学生
（N=120）

気になる どちらかといえば気になる
どちらかといえば気にならない 気にならない
わからない（内容を知らない） 無回答
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８ 生命の大切さを教える工夫（小Ｑ５） 

• 家庭でお子さん（あて名のお子さんに限りません）に生命の大切さを教える工夫をしています

か。 

 

 

 

 

 

 

 

小学生 

「特に工夫していない」45.0％、「工夫している」42.5％となっている一方、7.5％が「大切さ

はわかるがどうしてよいのかわからない」となっている。 

 

 

９ 子どもだけの食事摂取状況（小Ｑ７） 

• あて名のお子さんが、お子さんだけで、食事（朝食、昼食、夕食のいずれを問わず）をとるこ

とはありますか。 

 

 

 

 

 

 

 

小学生 

「ない」80.8％、「ある」19.2％となっている。 

 

 

10 子育てのために十分な広さや間取りだと思うか（小Ｑ８） 

• あなたの家は子育てするために十分な広さや間取りだと思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

小学生 

「そう思う」49.2％、「どちらかといえばそう思う」16.7％となっている。 

 

42.5 45.0 7.5 5.0

0% 25% 50% 75% 100%

小学生
（N=120）

工夫している
特に工夫していない
大切さはわかるが、どうしてよいのかわからない
無回答

49.2 16.7 16.7 17.5

0% 25% 50% 75% 100%

小学生
（N=120）

そう思う どちらかというとそう思う
どちらかというとそう思わない そう思わない

19.2 80.8

0% 25% 50% 75% 100%

小学生
（N=120）

ある ない
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 ５ 保育・養育状況 

 

１ 幼児期の教育（前Ｑ８） 

幼稚園や保育所に望むこと 

• 幼児期の教育について、幼稚園や保育所等に特に何を望みますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幼稚園への年度途中の入園に関する考え 

• お子さん（あて名のお子さんに限りません）が満３歳になった時点で、年度途中でも幼稚園に

入園できる制度を導入している幼稚園もありますが、この制度の利用について、どのように思

いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

預かり保育の制度の認知度 

• 預かり保育を実施している幼稚園もありますが、その制度を知っていましたか。 

 

 

 

 

 

 

 

就学前（N=247）

86.6

47.8

32.4

19.4

6.5

0.8

0.4

0% 30% 60% 90%

社会性の育成（友だちづく
り、集団のルール等）　　

幼児期に必要な体験　　　

基本的な生活習慣の確立　

人間形成の基礎を培う　　

運動能力や体力の向上　　

その他　　　　　　　　　

無回答　　　　　　　　　

51.8 21.5 19.4 4.52.8

0% 25% 50% 75% 100%

未就学
（N=247）

利用したい（利用したかった）
利用したいとは思わない（可能でも利用しなかったと思う）
幼稚園を利用する予定はない（これまでも利用してこなかった）
その他
無回答

80.2 18.6 1.2

0% 25% 50% 75% 100%

未就学
（N=247）

知っている 知らなかった 無回答
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預かり保育についての考え 

• 幼稚園の預かり保育について、どのようにお考えですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就学前 

幼稚園や保育所に望むことは、「社会性の育成（友だちづくり、集団のルール等）」86.6％が最

も多く、次いで「幼児期に必要な体験」47.8％、「基本的生活習慣の確立」32.4％となっている。 

幼稚園への年度途中の入園に関する考えは、「利用したい（利用したいと思った）」51.8％が半

数を占めている一方、「利用したいと思わない（可能でも利用しなかったと思う）」21.5％、「幼

稚園を利用する予定ない」19.4％などとなっている。 

預かり保育の制度の認知度は、「知っている」80.2％、「知らなかった」18.6％となっている。 

預かり保育についての考えは、「夏休みなど長期休暇中の預かり保育をしてほしい」49.8％、「日

曜日や祝日の預かり保育をしてほしい」40.9％、「土曜日の預かり保育をしてほしい」40.1％など

が多くなっている。 

就学前（N=247）

23.5

35.2

40.1

40.9

49.8

0.4

4.5

14.2

0% 20% 40% 60%

正規の開園時間前の預かり
保育をしてほしい　　　　

正規の開園時間後の預かり
保育をしてほしい　　　　

土曜日の預かり保育をして
ほしい　　　　　　　　　

日曜日や祝日の預かり保育
をしてほしい　　　　　　

夏休みなど長期休暇中の預
かり保育をしてほしい　　

預かり保育を実施すること
は望ましくない　　　　　

その他　　　　　　　　　

無回答　　　　　　　　　

就学前（N=58）

0

17

55

７時前　

７時台　

８時台　

就学前（N=87）

85

85

85

80

54

26

9

4

4

1

1

0人 30人 60人 90人

14時前　

14時台　

15時台　

16時台　

17時台　

18時台　

19時台　

20時台　

21時台　

22時台　

23時以降
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２ 子どもの教育や保育サービスの利用状況（前Ｑ９） 

利用の有無 

• あて名のお子さんは、日頃、子どもの教育や保育サービスを利用していますか。 

 

 

 

 

 

 

 

利用しているサービス等 

• 利用している子どもの教育や保育サービスの番号すべて（時々利用するものを含む）に○をつ

けてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用している理由 （※子どもの身の回りを世話している人の状況） 

• 子どもの教育や保育サービス１～８を利用している主な理由は何ですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.2 49.4 2.4

0% 25% 50% 75% 100%

未就学
（N=247）

利用している 利用していない 無回答

就学前（N=119）

45.4

0.0

2.5

5.0

19.3

3.4

22.7

14.3

0% 25% 50%

認可保育所　　　　　　　　

家庭的な保育（保育ママ）　

事業所内保育所　　　　　　

認定こども園（４時間程度）

認定こども園（４時間以上）

その他の保育施設　　　　　

幼稚園（通常の就園時間）　

幼稚園の預かり保育　　　　

就学前（N=119）

61.3

1.7

2.5

0.8

0.0

33.6

2.5

14.3

7.6

0% 35% 70%

就労している　　　　　　　　　

就労予定がある、求職中である　

家族・親族等を介護しなければな
らない　　　　　　　　　　　　

病気や障害をもっている　　　　

学生である　　　　　　　　　　

お子さんの教育のため　　　　　

あて名のお子さんの兄弟姉妹の都
合のため　　　　　　　　　　　

その他　　　　　　　　　　　　

無回答　　　　　　　　　　　　
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利用していない理由 

• 現在、子どもの教育や保育サービスを利用していない方に、伺います。その主な理由は何です

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就学前 

利用の有無は、「利用している」が48.2％、「利用していない」が49.4％とほぼ同率となってい

る。 

利用しているサービス等は、「認可保育所」45.4％、「幼稚園（通常の就園時間）」22.7％、「認

定子ども園（４時間以上）」19.3％などとなっている。 

利用している理由は、子どもの身の回りを世話している人が「就労している」61.3％や「お子さ

んの教育のため」33.6％が多くなっている。 

利用していない理由は、「親がみている」55.7％、「子どもがまだ小さいため」19.7％などとな

っている。 

就学前（N=122）

55.7

4.9

0.0

4.1

0.8

4.9

2.5

19.7

1.6

5.7

0% 35% 70%

親がみている　　　　　　　　　

子の祖父母や親戚がみている　　

近所や友人・知人がみている　　

保育サービスにあきがない　　　

経済的理由で利用できない　　　

場所や時間帯の条件が整わない　

質的に納得できるサービスがない

子どもがまだ小さいため　　　　

その他　　　　　　　　　　　　

無回答　　　　　　　　　　　　
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３ 子どもの教育や保育サービスの利用希望（前Ｑ９・14） 

利用の希望有無 

• あて名のお子さんに関して、今後利用したい、あるいは利用日数・回数や利用時間が足りてい

ないと思う子どもの教育や保育・子育て支援サービスはありますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用希望のサービス 

• 利用したいサービスを選び、その利用希望時間や理由についても記入してください。就労希望

がある方は、就労した場合を想定してお答えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.4 63.6 2.0

0% 25% 50% 75% 100%

未就学
（N=247）

ある ない 無回答

就学前（N=85）

21.2

1.2

2.4

1.2

16.5

0.0

15.3

4.7

7.1

1.2

22.4

29.4

2.4

5.9

1.2

4.7

11.8

3.5

3.5

0% 25% 50%

認可保育所　　　　　　　　

家庭的な保育（保育ママ）　

事業所内保育施設　　　　　

認定こども園（４時間程度）

認定こども園（４時間以上）

その他の保育施設　　　　　

幼稚園（通常の就園時間）　

幼稚園の預かり保育　　　　

延長保育　　　　　　　　　

ベビーシッター　　　　　　

土曜の保育　　　　　　　　

休日の保育　　　　　　　　

ファミリーサポートセンター

一時預かり　　　　　　　　

宿泊を伴う一時預かり　　　
　　　　（ショートステイ）

病児・病後児保育　　　　　

地域子育て支援拠点事業　　
　　（ひろばやセンター等）

その他　　　　　　　　　　

無回答　　　　　　　　　　
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（詳細）サービス別利用・利用希望時間帯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認可保育所
（利用希望）

0 25 50

N=18

事業所内保育所
（利用）

0 25 50

N=3

認可保育所
（利用）

0 25 50

７時台　

８時台　
９時台　

10時台　

11時台　

12時台　

13時台　
14時台　

15時台　

16時台　

17時台　

18時台　
19時以降 N=54

事業所内保育施設
（利用希望）

0 25 50

N=2

認定子ども園

（４時間程度）
（利用希望）

0 25 50

N=1

認定子ども園

（４時間以上）
（利用）

0 25 50

N=23

認定子ども園

（４時間程度）
（利用）

0 25 50

７時台　

８時台　
９時台　

10時台　

11時台　
12時台　

13時台　

14時台　
15時台　

16時台　
17時台　

18時台　

19時以降 N=6

認定子ども園

（４時間以上）
（利用希望）

0 25 50

N=14

その他の保育施設

（利用希望）

0 25 50

N=0

幼稚園

（通常の就園時間）

（利用）

0 25 50

N=27

その他の保育施設

（利用）

0 25 50

７時台　

８時台　
９時台　

10時台　
11時台　
12時台　

13時台　

14時台　
15時台　
16時台　

17時台　
18時台　

19時以降 N=4

幼稚園

（通常の就園時間）

（利用希望）

0 25 50

N=13
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幼稚園の預かり保育
（利用希望）

0 25 50

N=4

延長保育
（利用希望）

0 25 50

N=6

幼稚園の預かり保育
（利用）

0 25 50

７時台　
８時台　

９時台　
10時台　

11時台　

12時台　
13時台　
14時台　

15時台　
16時台　

17時台　

18時台　
19時以降 N=17

ベビーシッター
（利用希望）

0 25 50

N=1

休日の保育

（利用希望）

0 25 50

N=25

一時預かり

（利用希望）

0 25 50

N=5

土曜の保育

（利用希望）

0 25 50

７時台　

８時台　
９時台　

10時台　
11時台　

12時台　

13時台　
14時台　

15時台　

16時台　
17時台　

18時台　

19時以降 N=19

ショートステイ

（利用希望）

0 25 50

N=1

地域子育て

支援拠点事業

（利用希望）

0 25 50

N=10

その他

（利用希望）

0 25 50

N=3

病児・病後児保育

（利用希望）

0 25 50

７時台　

８時台　

９時台　
10時台　

11時台　

12時台　
13時台　

14時台　
15時台　

16時台　

17時台　
18時台　

19時以降 N=4
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（詳細）サービス別利用希望理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就学前 

利用希望の有無は、「ない」63.6％、「ある」34.4％、となっている。 

利用希望のサービスは、「休日の保育」29.4％、「土曜の保育」22.4％、「認可保育所」21.2％

などが多くなっている。 

サービス別の利用時間帯、利用希望時間帯、利用希望理由はＰ26～Ｐ28のとおりとなっている。 

27.8

100.0

42.9

25.0

16.7

100.0

63.2

64.0

50.0

100.0

38.9

14.3

25.0

50.0

15.8

16.0

50.0

20.0

33.3

27.8

100.0

100.0

14.3

30.8

25.0

33.3

21.1

12.0

5.6

21.4

61.5

25.0

80.0

7.1

100.0

8.0

80.0

7.7

20.0

66.7

0% 25% 50% 75% 100%

認可保育所　　　　　　　　（N=18）

家庭的な保育　　　　　　　（N= 1）

事業所内保育施設　　　　　（N= 2）

認定子ども園（４時間程度）（N= 1）

認定子ども園（４時間以上）（N=14）

その他の保育施設　　　　　（N= 0）

幼稚園（通常の就園時間）　（N=13）

幼稚園の預かり保育　　　　（N= 4）

延長保育　　　　　　　　　（N= 6）

ベビーシッター　　　　　　（N= 1）

土曜の保育　　　　　　　　（N=19）

休日の保育　　　　　　　　（N=25）

ファミリーサポートセンター（N= 2）

一時預かり　　　　　　　　（N= 5）

ショートステイ　　　　　　（N= 1）

病児・病後児保育　　　　　（N= 4）

地域子育て支援拠点事業　　（N=10）

その他　　　　　　　　　　（N= 3）

現在、就労している
現在就労しているが、もっと日数や時間を増やしたい
就労予定・就労希望がある
お子さんの教育のため
お子さんの兄弟姉妹の都合（病気や学校行事等）のため
その他
無回答
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４ 病気やけがでの困難な状況（前Ｑ９-2・11：小Ｑ13-6） 

• 保育サービスを利用している方にお伺いします。この１年間に、あて名のお子さんが病気やけ

がで、保育所、私設保育施設（いわゆる認可外保育施設）や幼稚園を休んだことはありました

か。 

• この１年間に、あて名のお子さんが病気やけがで、学校を休んだことはありましたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対処別日数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就学前 

病気やけがで、保育所（保育施設）や幼稚園等を休んだ経験は、「あった」が80.7％と多くなっ

ている。 

対処別日数は、「母親が休んだ」が平均11.89日、「就労していない保護者が見た」が平均7.73

日などとなっている。 

 

小学生 

病気やけがで、学校を休んだ経験は、「あった」55.8％と多くなっている。 

対処別日数は、「母親が休んだ」が平均3.94日、「就労していない保護者が見た」が平均5.00日

などとなっている。 

 

回答者数 平均 回答者数 平均
父親が休んだ日数 20 3.80 3 6.33
母親が休んだ日数 54 11.89 33 3.94
同居者を含む親族・家族に預けた 16 4.56 10 2.40
就労していない保護者が見た日数 11 7.73 10 5.00
病児・病後児の保育サービスを利用した日数 - - - -
ベビーシッターを頼んだ日数 - - - -
ファミリーサポートセンターに頼んだ日数 - - 1 2.00
仕方なく子どもだけで留守番させた日数 - - 3 3.00
その他の日数 4 3.75 2 6.50

就学前 小学生

80.7

55.8

10.1

37.5

9.2

6.7

0% 25% 50% 75% 100%

未就学
（N=119）

小学生
（N=120）

あった なかった 無回答

病気やけがで、保育所（保育施設）や幼稚園等を休んだ経験

病気やけがで、学校を休んだ経験
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５ ベビーシッター（前Ｑ10-1：小Ｑ13-7） 

利用経験 

• ベビーシッターを利用していますか。（利用状況を含む） 

 

 

 

 

 

 

 

就学前 

「利用している」が１人となっている。 

小学生 

利用者はいない。 

 

６ ファミリーサポートセンター（前Ｑ10-2：小Ｑ13-8） 

利用経験 

• ファミリーサポートセンターを利用していますか。 

 

 

 

 

 

 

 

就学前 

利用者はいない。 

小学生 

「利用している」が２人となっている。 

 

７ 地域子育て支援拠点事業（前Ｑ11） 

利用経験 

• あて名のお子さんは、現在、地域子育て支援拠点事業（親子が集まって過ごしたり、相談をし

たりする親子のつどいのひろば、子育て支援センター等）を利用していますか。 

 

 

 

 

 

 

就学前 

「利用している」が16.2％となっている。 

91.1

90.0

8.5

10.0

0.4

0% 25% 50% 75% 100%

未就学
（N=247）

小学生
（N=120）

利用している 利用していない 無回答

92.7

93.3

7.3

5.01.7

0% 25% 50% 75% 100%

未就学
（N=247）

小学生
（N=120）

利用している 利用していない 無回答

16.2 81.8 2.0

0% 25% 50% 75% 100%

未就学
（N=247）

利用している 利用していない 無回答
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８ 放課後や土日の過ごし方（小Ｑ11・12） 

• 平日の放課後、あて名のお子さんはどのように過ごしていますか。 

• 学校が休みの土曜日や休日（日・祝日）、あて名のお子さんは、どのように過ごしていますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●平日

小学校にいる　　　　　　　　

自宅等で保護者や祖父母等と一

緒にいる　　　　　　　　　　
自宅等で、兄弟姉妹や友人など

子どもたちだけで過ごしている

学習塾や習い事に行っている　

放課後児童クラブに行っている

図書館や公民館等の公的施設に

いる　　　　　　　　　　　　
地域のスポーツクラブや子ども

会活動などに参加している　　

公園など、屋外で遊んでいる　

自分の家の中で、ひとりで過ご

している　　　　　　　　　　

その他　　　　　　　　　　　

無回答　　　　　　　　　　　

14時～16時

25.8

22.5

13.3

1.7

12.5

0.0

0.0

9.2

1.7

1.7

11.7

0 45 90

16時～18時

0.8

56.7

8.3

14.2

4.2

0.8

0.8

0.8

1.7

1.7

10.0

0 45 90

18時～20時

0.0

74.2

4.2

4.2

0.8

0.0

2.5

0.0

0.8

3.3

10.0

0 45 90

20時以降

0.0

81.7

3.3

0.8

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

2.5

10.8

0 45 90 (%)

●土曜日

小学校にいる　　　　　　　　

自宅等で保護者や祖父母等と一

緒にいる　　　　　　　　　　
自宅等で、兄弟姉妹や友人など

子どもたちだけで過ごしている

学習塾や習い事に行っている　

放課後児童クラブに行っている

図書館や公民館等の公的施設に

いる　　　　　　　　　　　　
地域のスポーツクラブや子ども

会活動などに参加している　　

公園など、屋外で遊んでいる　

自分の家の中で、ひとりで過ご

している　　　　　　　　　　

その他　　　　　　　　　　　

無回答　　　　　　　　　　　

午前中

0.0

60.8

5.8

5.8

0.0

0.0

10.0

5.0

1.7

0.8

10.0

0 45 90

午　後

2.5

45.0

5.0

7.5

0.0

0.0

5.0

20.8

0.8

3.3

10.0

0 45 90

夜　間

0.0

76.7

3.3

1.7

0.0

0.0

1.7

0.8

1.7

4.2

10.0

0 45 90

小学生（N=120） 
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放課後の過ごし方の希望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学生 

平日は、「小学校にいる」時間を除き、「自宅等で保護者や祖父母等と一緒にいる」が、どの時

間帯でも多くなっている。14時～16時では「自宅等で、兄弟姉妹や友人など子ども達だけでいる」

13.3％や「放課後児童クラブに行っている」12.5％、16時～18時で「学習塾や習い事に行っている」

14.2％などとなっている。 

土曜日は、「自宅等で保護者や祖父母等と一緒にいる」が、どの時間帯でも多くなっている。午

前で「地域のスポーツクラブや子ども会活動などに参加している」10.0％、午後で「公園など屋外

で遊んでいる」20.8％となっている。 

休日等は、「自宅等で保護者や祖父母等と一緒にいる」が、どの時間帯でも多くなっている。午

前で「地域のスポーツクラブや子ども会活動などに参加している」10.8％、午後で「公園など屋外

で遊んでいる」15.0％となっている。 

放課後の過ごし方の希望は、「サービスを利用する気は特にない」28.3％、「クラブ活動や習い

事をさせたい」24.2％、「放課後子ども教室を利用したい」16.7％などとなっている。 

 

※午前中は朝起きてから昼食まで、午後は昼食後から夕食後まで、夜間は夕食後をさしている。 

10.8 16.7 24.2 28.3 4.2 15.8

0% 25% 50% 75% 100%

小学生
（N=120）

放課後児童クラブを利用したい 放課後子ども教室を利用したい
クラブ活動や習い事をさせたい サービスを利用する気は特にない
その他 無回答

●休日等

小学校にいる　　　　　　　　

自宅等で保護者や祖父母等と一

緒にいる　　　　　　　　　　
自宅等で、兄弟姉妹や友人など

子どもたちだけで過ごしている

学習塾や習い事に行っている　

放課後児童クラブに行っている

図書館や公民館等の公的施設に

いる　　　　　　　　　　　　
地域のスポーツクラブや子ども

会活動などに参加している　　

公園など、屋外で遊んでいる　

自分の家の中で、ひとりで過ご

している　　　　　　　　　　

その他　　　　　　　　　　　

無回答　　　　　　　　　　　

午前中

0.0

66.7

5.0

2.5

0.0

0.0

10.8

2.5

0.0

2.5

10.0

0 45 90

午　後

0.0

53.3

8.3

1.7

0.0

0.0

4.2

15.0

0.8

6.7

10.0

0 45 90

夜　間

0.0

80.0

4.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8

0.0

5.0

10.0

0 45 90 (%)
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９ 放課後児童クラブ（小Ｑ13） 

利用状況 

• あて名のお子さんは、現在、放課後児童クラブを利用していますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

土日の利用状況 

• 土曜日曜の利用はありますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用している理由（※子どもの身の回りを世話している人の状況） 

• 利用の主な理由は何ですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.2 85.8

0% 25% 50% 75% 100%

小学生
（N=120）

利用している 利用していない

5.9 88.2 5.9

0% 25% 50% 75% 100%

小学生
（N=120）

利用している 利用していない 無回答

小学生（N=17）

94.1

0.0

0.0

5.9

0.0

0.0

0.0

0% 25% 50% 75% 100%

就労している　　　　　　　　　

就労予定がある、求職中である　

家族・親族等を介護しなければな
らない　　　　　　　　　　　　

病気や障害をもっている　　　　

学生である　　　　　　　　　　

あて名のお子さんの兄弟姉妹の都
合のため　　　　　　　　　　　

その他　　　　　　　　　　　　
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利用していない理由 

• その主な理由は何ですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学生 

利用状況は、「利用している」14.2％となっている。 

土日の利用状況は、「利用している」5.9％となっている。 

利用している理由は、子どもの身の回りを世話している人が就労しているから」94.1％が多くな

っている 

利用していない理由は、「保護者や祖父母が昼間いるので必要ない」66.0％が多くなっており、

「放課後児童クラブは利用料がかかるから」7.8％、「放課後の短時間だけなら子どもだけで大丈

夫」7.8％などとなっている。 

小学生（N=103）

66.0

7.8

7.8

3.9

2.9

1.9

1.0

0.0

0.0

4.9

3.9

0% 25% 50% 75% 100%

保護者や祖父母等が昼間いるので
必要ない　　　　　　　　　　　

児童クラブは利用料がかかるから

放課後の短時間なら子どもだけで
大丈夫　　　　　　　　　　　　

近くに児童クラブがないから　　

児童クラブの開所時間が短いから

児童クラブを知らなかった　　　

子どもは放課後の習い事などをし
ているから　　　　　　　　　　

児童クラブに空きがないから　　

他の施設に預けているから　　　

その他　　　　　　　　　　　　

無回答　　　　　　　　　　　　
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10 放課後児童クラブ・放課後子ども教室の利用希望（小Ｑ13） 

放課後児童クラブ利用希望の状況 

• 今後、あて名のお子さんは、児童クラブを利用したいですか。 

 

 

 

 

 

 

 

放課後児童クラブの利用を希望する理由 

• 今後、利用したい主な理由は何ですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放課後子ども教室利用希望の状況 

• あて名のお子さんは、放課後子ども教室を利用したいと思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

小学生 

放課後児童クラブ利用希望の状況は、「利用したい」15.0％となっている。 

放課後児童クラブ利用希望する理由は、「お子さんの身の回りを世話している人が就労してい

る」61.1％が多くなっている 

放課後子ども教室利用希望の状況は、「利用したい」31.7％、「利用したくない」31.7％、「近

くにない」23.3％となっている。 

15.0 67.5 17.5

0% 25% 50% 75% 100%

小学生
（N=120）

利用したい 利用したくない 無回答

31.7 31.7 23.3 13.3

0% 25% 50% 75% 100%

小学生
（N=120）

利用したい 利用したくない 近くにない 無回答

61.1 5.6 5.6 16.7 11.1

0% 25% 50% 75% 100%

小学生
（N=18）

お子さんの身の回りの世話をしている方が就労している
お子さんの身の回りの世話をしている方が就労予定がある、求職中である
お子さんの身の回りの世話をしている方が家族・親族等を介護しなければならない
お子さんの身の回りの世話をしている方が病気や障害をもっている
お子さんの身の回りの世話をしている方が学生である
あて名のお子さんの兄弟姉妹の都合（病気等や学校行事など）のため
その他
無回答
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11 家族以外への預け状況（前Ｑ12・13：小Ｑ10） 

• この１年間に、冠婚葬祭、保護者・家族の病気や通院、私用（買物、習い事、会合等）などで、

あて名のお子さんを家族以外の誰かに一時的に預けたことはありましたか。（泊まりは除く） 

• この１年間に、保護者の用事などであて名のお子さんを泊まりがけで保護者（両親等）以外に

預けなければならないことはありましたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対処別日数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就学前 

宿泊を伴わない預け経験は、「あった」23.1％となっている。子どもを家族以外に預けた日数は

平均10.04日で、そのうち就労のみの平均は10.71日となっている。 

宿泊を伴う預け経験は、「あった」8.9％となっている。家族や知人等に預けた平均は5.75日と

なっている。 

 

小学生 

宿泊を伴わない預け経験は、「あった」が32.5％となっている。子どもを家族以外に預けた日数

は平均44.92日で。そのうち就労のみの平均は59.75日となっている。 

宿泊を伴う預けは経験、「あった」が16.7％となっている。家族や知人等に預けた平均は6.95日

となっている。 

回答者数 平均 回答者数 平均
【一時的な預け】　　子どもを家族以外に預けた日数 52 10.04 37 44.92
　　　　　　　　　　私用等で預けた日数 28 6.14 13 6.77
　　　　　　　　　　冠婚葬祭等で預けた日数 26 3.69 11 4.00
　　　　　　　　　　就労等で預けた日数 24 10.71 24 59.75
【泊まりがけの預け】家族や知人等に預けた日数 20 5.75 19 6.95
　　　　　　　　　　子どもを同行させた日数 4 9.50 4 3.25
　　　　　　　　　　子どもだけで留守番させた日数 0 0.00 1 2.00
　　　　　　　　　　保育サービスを利用した日数 1 1.00 - -
　　　　　　　　　　その他の日数 1 8.00 - -

就学前 小学生

23.1

32.5

8.9

16.7

72.9

65.8

87.9

80.0

4.0

1.7

3.2

3.3

0% 25% 50% 75% 100%

未就学
（N=247）

小学生
（N=120）

未就学
（N=247）

小学生
（N=120）

あった なかった 無回答

宿泊を伴わない預け経験

宿泊を伴う預け経験
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 ６ その他 

 

１ 子育てする上で、特に困ったこと（前Ｑ15） 

• 子育てを行っていて、特に困ること、困ったことは次のうちどれですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就学前 

「安心して子どもを遊ばせられる場所がないこと」55.9％、「子どもが安全に通れる道路がないこ

と」39.7％、「暗い通りや見通しのきかないところが多く、子どもが犯罪の被害にあわないか心配

なこと」25.5％などが多くなっている。 

就学前（N=247）

55.9

39.7

25.5

18.6

12.1

11.3

9.3

3.2

2.0

12.6

8.1

1.6

0% 20% 40% 60%

安心して子どもを遊ばせられる場所がな
いこと　　　　　　　　　　　　　　　

子どもが安全に通れる道路がないこと　

暗い通りや見通しのきかないところが多
く、子どもが犯罪の被害にあわないか心
配なこと　　　　　　　　　　　　　　

いざというときに子どもを預かってくれ
る人がいないこと　　　　　　　　　　

交通機関や建物、道路について構造や放
置自転車が多いことなど、ベビーカーで
の移動　　　　　　　　　　　　　　　

親自身が友達を作れる場や機会がないこ
と　　　　　　　　　　　　　　　　　

公共施設や公共機関に子ども連れに対し
ての理解があまり無いこと　　　　　　

子育ての経験者や先輩ママと知り合えな
いこと　　　　　　　　　　　　　　　

周囲の人が子ども連れを温かい目で見て
くれないこと　　　　　　　　　　　　

その他　　　　　　　　　　　　　　　

特にない　　　　　　　　　　　　　　

無回答　　　　　　　　　　　　　　　
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２ 子どもと安全（小Ｑ14） 

子どもの安全を守るために特に重要だと思うこと 

• 子どもの安全を守るために、特に重要と思われることは次のうちどれですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

犯罪の被害にあった経験 

• あて名のお子さんが、犯罪の被害にあったことはありますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学生 

子どもの安全を守るために特に重要だと思うことは、「通学路や子どもの遊び場の安全対策」

62.5％、「地域ぐるみのパトロールなど子どもを犯罪等から守るための取組み」54.2％、「歩行者

や自転車のための交通安全施設の整備」39.2％などが多くなっている。 

犯罪の被害にあった経験は、「ある」との回答はなく、「あいそうになったことはある」が5.0％

（６人）となっている。 

小学生（N=120）

62.5

54.2

39.2

32.5

27.5

25.0

16.7

2.5

1.7

0% 25% 50% 75%

通学路や子どもの遊び場の安全対策

地域ぐるみのパトロールなど子ども
を犯罪等から守るための取組み　　

歩行者や自転車のための交通安全施
設の整備　　　　　　　　　　　　

地域の交通安全活動の充実・強化　

不審者の侵入防止など、学校の安全
対策　　　　　　　　　　　　　　

犯罪にあいそうになった時の対応に
ついての教育　　　　　　　　　　

公園の遊具の安全性の確保　　　　

その他　　　　　　　　　　　　　

無回答　　　　　　　　　　　　　

5.0 92.5 2.5

0% 25% 50% 75% 100%

小学生
（N=120）

ある あいそうになったことはある ない 無回答
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３ 父親と子育て（前Ｑ16：小Ｑ15） 

父親不在についての考え 

• 近年、子育て中の家庭での父親不在（父親が、子育てにあまりかかわらない、かかわる時間が

ないこと）が問題となっていますが、このことについてどう思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

父親が子育てに関わりづらい原因 

• 父親が子育てにかかわりづらいのは、どうしてだと思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就学前 

父親不在についての考えは、「社会的には問題だが、わが家にはあてはまらないと思う」58.7％、

「社会的にも問題だし、わが家でも問題である」25.9％となっている。 

父親が子育てに関わりづらい原因は、「残業などが多く、仕事を優先せざるをえないこと」70.0％

が最も多く、次いで「子どもや家庭のことで休みをとることに職場の理解を得にくいこと」29.1％、

「父親として具体的に何をすべきかよくわからないこと」17.4％などとなっている。 

 

小学生 

父親不在についての考えは、「社会的には問題だが、わが家にはあてはまらないと思う」64.2％、

「社会的にも問題だし、わが家でも問題である」21.7％となっている。 

父親が子育てに関わりづらい原因は、「残業などが多く、仕事を優先せざるをえないこと」71.7％

が最も多く、次いで「子どもや家庭のことで休みをとることに職場の理解を得にくいこと」31.7％、

「父親として具体的に何をすべきかよくわからないこと」22.5％などとなっている。 

25.9

21.7

58.7

64.2

2.8

4.2

10.1

5.0

2.4

5.0

0% 25% 50% 75% 100%

未就学
（N=247）

小学生
（N=120）

社会的にも問題だし、わが家でも問題である
社会的には問題だが、わが家にはあてはまらないと思う
子育ては母親が中心となって行えばよいので、あまり大きな問題ではないと思う
その他
無回答

就学前（N=247）

70.0

29.1

17.4

16.2

7.3

4.9

7.7

6.1

0% 25% 50% 75%

残業などが多く、仕事を優先せざ
るをえないこと　　　　　　　　

子どもや家庭のことで休みをとる

ことに職場の理解を得にくいこと

父親として具体的に何をすべきか
よくわからないこと　　　　　　

通勤時間が長いこと　　　　　　

男性が育児にかかわることを特別
視する風潮が世間にあること　　

男性が育児にかかわることを恥ず

かしいと思う意識が男性にあるこ

その他　　　　　　　　　　　　

無回答　　　　　　　　　　　　

小学生（N=120）

71.7

31.7

22.5

6.7

5.8

2.5

8.3

6.7

0% 25% 50% 75%
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２ 箱根町次世代育成支援対策地域協議会委員名簿 

 

氏  名 所  属 

◎ 海  賀  正  男 小田原地区歯科医師会箱根地区班長 

○ 仲  嶋  久  義 小田原児童相談所子ども支援課長 

土  屋    眞 小田原医師会箱根班班長 

美  和    悟 小田原保健福祉事務所保健福祉課長 

勝  俣  賀 寿 代 箱根町民生委員児童委員協議会会長 

松  本    卓 箱根町立幼稚園保育所保護者会連絡協議会会長 

坂  本  明  穂 箱根町立小学校ＰＴＡ連絡協議会 

飯  田    慶 企業代表（湯本箱根富士屋ホテル課長） 

◎会長 ○副会長 
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３ 箱根町次世代育成支援対策地域協議会設置要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、本町における次世代育成支援対策の推進に必要となるべき処置について協議

するため、箱根町次世代育成支援対策地域協議会（以下「協議会」という。）を設置し、その組

織及び運営について必要な事項を定める。 

 （所掌事務） 

第２条 協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。 

（1）次世代育成支援行動計画の策定のための基本的事項の検討に関すること。 

（2）次世代育成支援行動計画に基づく処置の実施に関すること。 

（3）その他次世代育成支援行動計画に関すること。 

 （組織） 

第３条 協議会の委員は、８名以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 

（1）次世代育成支援に係る学識経験を有する者 

 （2）次世代育成支援に係る団体の代表者 

 （3）その他町長が必要と認める者 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から１年とする。 

２ 委員は再任することができる。 

 （会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長それぞれ１名を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理す

る。 

 （会議） 

第６条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 協議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

 （報償等の支給） 

第７条 委員が協議会の会議に出席するときは、予算に定める範囲内で報償及び費用弁償を支給す

ることができる。 

 （報告） 

第８条 協議会は、協議会における検討結果を町長に報告する。 

 （庶務） 

第９条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。 
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 （委任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会の会

議に諮って定める。 

 

   附 則 

この要綱は、平成１６年９月１６日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２１年７月１日から施行する。 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町  章 
（昭和33年２月11日制定） 
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